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第一部【ファンド情報】

第１ 【ファンドの状況】

１ 【ファンドの性格】

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】

①　主として国内外の公社債、特にユーロ円建て債券（以下「ユーロ円債」といいます。）への投資によ

り、主に、日本を含むアジア地域（オセアニアなどの太平洋地域を含みます。以下同じ。）の資産に

投資するヘッジファンドを組み入れるマネックス フルトン アジア ファンド（以下「連動対象ファ

ンド」ということがあります。）の値動きに連動した投資成果を獲得することにより、信託財産の

中・長期的な成長をはかることを目的として運用を行います。

＜ファンドの特色＞　

Ⅰ ユーロ円債への投資を通じ、複数のヘッジファンドに投資を行う「マネックス フルトン アジア

ファンド」の値動きに連動する投資成果を目指します。

Ⅱ シンガポールを拠点とする資産運用会社であるフルトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・

リミテッドが運用を行います。

②　500億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額については、受託会社と合

意のうえ変更することができます。

③　一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。
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＜商品分類＞

・商品分類一覧表　　　（注）当ファンドが該当する商品分類に●を付しています。

単位型投信・
追加型投信

投資対象地域
投資対象資産

（収益の源泉となる資産）
補足分類

単位型投信

●追加型投信

国　　内
海　　外
●内　　外

株　　式
債　　券
不動産投信

●その他資産（投資信託証券）
資産複合

インデックス型

●特　　殊　　型

・商品分類定義

該当分類 分　類　の　定　義

追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財
産とともに運用されるファンドをいう。

内外 目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益
を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

その他資産
（投資信託証券）

目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実
質的に「株式」、「債券」及び「不動産投信」以外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいい、括弧内の記載はその該当資産を表す。

特殊型 目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起すること
が必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをい
う。
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＜属性区分＞

・属性区分一覧表　　　　　　　（注）当ファンドが該当する属性区分に●を付しています。

投資対象資産
（実際の組入資産）

決算頻度 投資対象地域 特殊型

株式
一般
大型株
中小型株
●債券
一般
公債
社債
●その他債券
クレジット属性
不動産投信
その他資産
資産複合

●年1回

年2回

年4回

年6回（隔月）

年12回（毎月）

日々

その他

グローバル
●日本
北米
欧州
●アジア
●オセアニア
中南米
アフリカ
中近東（中東）
エマージング

ブル・ベア型

条件付運用型

●絶対収益追求型

その他型

・属性区分定義

該当区分 区　分　の　定　義

債券・その他債券 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券
に主として投資する旨の記載があるものをいう。

年１回 目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載
があるものをいう。

日本 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益
が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

アジア 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益
が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。

オセアニア 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益
がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
う。

絶対収益追求型 目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されに
くい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。

（注１）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類していま

す。

（注２）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協

会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。

（注３）当ファンドは、ユーロ円債（属性区分上は「債券・その他債券」に区分）に投資を行いますが、当

該ユーロ円債の価格は実質的に連動対象ファンド（投資信託証券）の値動きに連動する性質を有し

ます。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における投資対象資産の

分類・区分は異なります。
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(2) 【ファンドの沿革】

平成17年７月６日 信託契約締結、ファンドの設定・運用開始

平成19年１月４日 投資信託振替制度へ移行

平成25年４月１日 運用の基本方針の一部を変更（主要投資対象とするユーロ円債の組入れ時の格
付け制限の緩和）

(3) 【ファンドの仕組み】

①　当ファンドの運営の仕組み
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②　委託会社の概況

１．資本金の額　20億4,560万円(平成25年７月末日現在)

２．会社の沿革

昭和39年５月26日 「朝日証券投資信託委託株式会社」設立

平成９年10月１日 「株式会社第一勧業投資顧問」「勧角投資顧問株式会社」と合併し、
「第一勧業朝日投信投資顧問株式会社」に商号変更

平成11年７月１日 「第一勧業アセットマネジメント株式会社」に商号変更

平成19年７月１日 「富士投信投資顧問株式会社」と合併し、「みずほ投信投資顧問株式会
社」に商号変更

３．大株主の状況(平成25年７月末日現在)

名称 住所 所有株式数 比率

株式会社みずほフィナンシャルグ
ループ

東京都千代田区丸の内二丁目5番1号 1,038,408株 98.7％

ロード・アベット・アンド・カンパ
ニー　エルエルシー

米国ニュージャージー州ジャージーシ
ティー市ハドソン通り90番地

13,662株 1.3％

２ 【投資方針】

(1) 【投資方針】

①　基本方針

この投資信託は、信託財産の中・長期的な成長をはかることを目標に運用を行います。

②　運用方法

１．主要投資対象

国内外の高格付けの公社債、特にユーロ円債を主要投資対象とします。

２．投資態度

ａ．主として、以下の性質を有するユーロ円債への投資を通じて、マネックス フルトン アジア ファ

ンド
※1
の値動きに連動した投資成果の獲得を目指します。なお、当面の間は、ＢＮＰパリバ・アー

ビトラージ・イシュアンスＢ．Ｖ．（信用保証ＢＮＰパリバ銀行）が発行するユーロ円債に投資を

行います。

ⅰ．絶対収益の獲得を目指して、主に、日本を含むアジア地域の資産に投資するヘッジファンド
※

2
を組入れ、運用を行うマネックス フルトン アジア ファンドの値動きに連動します。

ⅱ．原則として、償還期限を有しますが、償還期限の変更もしくは同一性質での再発行を適宜行う

ことができます。

※1　マネックス フルトン アジア ファンドの投資方針等については、後記「（参考）マネックス フルト

ン アジア ファンドの運用方針」をご参照ください。

※2　ヘッジファンドとは、一般的に、市場の動きに対する相対的な超過収益ではなく、投資元本に対する

収益（絶対収益）を確保するために、様々な運用手法（戦略）を駆使したり、あるいは、現物の株式、

債券などの伝統的な運用資産以外への投資を行うファンド（運用会社）の総称です。

ｂ．主要投資対象とするユーロ円債は、組入れ時にA-またはA3以上の格付けを得ている発行体が発行

するユーロ円債を投資適格として投資対象とすることを基本とします。（格付けは、スタンダー

ド・アンド・プアーズ社あるいはムーディーズ・インベスターズ・サービス社による格付けを基準

にします。ただし、これらの格付けがない場合には、委託会社または運用の指図に関する権限の一

部の委託を受けたものが当該格付けと同等の信用度を有すると判断したものを含みます。）
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ｃ．原則として、投資適格のユーロ円債の組入れ比率を高位に保つことを基本とします。ただし、組

入れたユーロ円債の発行体の格付けが大きく低下した場合等には、組入れたユーロ円債の銘柄の入

替え（ユーロ円債の発行体の変更を含みます。）や、当該ユーロ円債を途中売却することがありま

す。この場合、当ファンドの運用方針が達成されない可能性があります。

ｄ．市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

ｅ．マネックス フルトン アジア ファンドが償還した場合（償還することが決定された場合を含みま

す。）には、信託契約を解約し、信託を終了します。

ｆ．円の余資運用以外の運用の指図に関する権限を、フルトン・ファンド・マネジメント・カンパ

ニー・リミテッドに委託します。

③　ファンドの投資プロセス

１．当ファンドは、委託会社により円の余資運用以外の運用の指図に関する権限の委託を受けたフルト

ンによる、②　運用方法 ２．投資態度 に記載した性質を有するユーロ円債への投資を通じ、マネッ

クス フルトン アジア ファンドの値動きに連動することを目指します。

２．フルトンは、毎月、受益者からの取得申込みおよび一部解約にあわせて、ユーロ円債の買付または

売却を行います。なお、原則として上記のユーロ円債を高位に組み入れます。

３．円の余資運用にあたっては、委託会社が適宜、わが国の短期金融商品への投資を行い、効率的な資

産運用に努めます。

※マネックス フルトン アジア ファンド（以下「連動対象ファンド」ということがあります。）の運

用は、フルトンが、一部資産についてアストマックス投信投資顧問株式会社（以下「ASTAM」といい

ます。）の投資助言を受けて行います。

※ 連動対象ファンドは、マスターファンドのもと複数のフィーダーファンドから構成されています。ヘッジファンド

への投資にあたっては、マスターファンドを通じて行われます。連動対象ファンドの構成については、後記投資リス

クの項をご参照ください。なお、連動対象ファンドは、ケイマン籍の円建外国投資信託です。

〈組み入れるユーロ円債の発行体の概要〉

組み入れるユーロ円債は、当面の間はオランダ国籍のＢＮＰパリバ・アービトラージ・イシュアンス Ｂ.

Ｖ.が発行するユーロ円債とします。

当該ユーロ円債はＢＮＰパリバ銀行によって信用保証されているため、当該ユーロ円債の信用力はＢＮＰ

パリバ銀行と同等と判断できます。なお、ＢＮＰパリバ銀行の格付けは、Ａ+（スタンダード・アンド・プ

アーズ社）およびＡ２（ムーディーズ・インベスターズ・サービス社）となっております。（2013年７月末

現在）
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ＢＮＰパリバ・アービトラージ・イシュアンス Ｂ.Ｖ.は社債・ワラントの発行、購入および保有を事業内

容としております。

なお、発行体（信用保証体を含みます。以下同じ。）の格付けが大きく低下した場合等には、ユーロ円債

の発行体を変更する場合があります。

〈フルトンの概要〉

2003年12月にタマセック・ホールディングス（タマセック）の100％出資により設立された、シンガポール

を拠点とする資産運用会社です。フルトンのファンド運用チームは、1990年からフルトン設立までの間、タ

マセックの内部資金運用部門として資金運用を担当していました。フルトンでは、戦略的資産配分とアジア

関連資産に焦点を当てながら、短期資金、グローバル株式、グローバル債券、グローバル為替運用に加え、

絶対収益の獲得を目指すヘッジファンドのファンド・オブ・ファンズ等の運用を行っており、その資産運用

手法は多岐にわたります。

※　タマセックは、1974年に設立されたシンガポールを拠点とするアジアの資産運用会社です。シンガポール、ア

ジア、OECD諸国にまたがる分散されたグローバルポートフォリオを運用しており、運用資産総額は、2013年３

月末現在、約2,150億シンガポールドル（約16.3兆円）に及びます。

※　ファンド・オブ・ファンズとは、複数のファンドへの投資を通じて運用を行うファンドのことをいいます。投

資家にとっては、ファンド・オブ・ファンズへの投資によるコスト負担を伴いますが、一つのファンドへの投

資により複数のファンドに分散投資をするのと同じ効果があります。

(参考)ASTAM（アストマックス投信投資顧問株式会社）の概要

アストマックス投信投資顧問株式会社は、国内外の株式、債券等の伝統的資産から、オルタナティブ投資

商品やコモディティ等までを投資対象とする資産運用会社です。

※　オルタナティブ投資とは、上場株式や債券を買うという伝統的な運用手法を超えて、様々な手法を用い、ある

いは新たな資産クラスへの投資を行う運用手法の総称です。

(参考) マネックス フルトン アジア ファンドの運用方針

(1) 運用の基本方針

①　基本方針

主に、日本を含むアジア地域（オセアニアなどの太平洋地域を含みます。以下同じ。）の資産に投資

するヘッジファンドへの分散投資を行い、絶対収益の獲得を目指します。

②　運用方法

１　投資対象

主に、日本を含むアジア地域の資産に投資するヘッジファンドを主要投資対象とします。

２　投資態度

ａ　主要投資対象であるヘッジファンドの組入れにあたっては、定量評価、定性評価等を勘案し、異

なる地域、異なる投資戦略のヘッジファンドに分散投資することにより、リスクの低減と、安定し

たリターンの獲得を目指します。

ｂ　ポートフォリオの状況に応じて為替ヘッジ取引を行い、円ベースでの絶対収益の獲得を目指しま

す。

③　投資制限

１　同一運用機関が運用または投資助言を行うファンドへの投資は、原則として知り得る直近の信託財

産の純資産総額の15％を超えないものとします。

２　一つの投資対象ファンドに占めるマネックス フルトン アジア ファンドからの投資金額は、原則と

して投資対象ファンドの知り得る直近の信託財産の純資産総額の20％を超えないものとします。

３　ファンド設定時などを除き、原則として少なくとも10ファンド以上に分散投資します。

４　商品（先物の評価額を含みます。）への実質投資割合は、知り得る直近の信託財産の純資産総額の

50％を超えないものとします。
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(2) 運用体制

フルトンの運用は、インベストメントチームと資産配分委員会とに役割が分かれています。投資にあ

たっては、ヘッジファンドの評価・選定、アセットアロケーション、ポートフォリオの構築、ポート

フォリオのモニタリングおよびリスク管理といったプロセスを経ます。なお、インベストメントチーム

と資産配分委員会の役割としては、インベストメントチームは、組入れヘッジファンドの選定作業から

リスク管理やポートフォリオのモニタリングまで、すべての運用プロセスにかかわります。一方、資産

配分委員会は、インベストメントチームが策定する地域配分や戦略別配分の提案を精査のうえ承認する

など、総合的なポートフォリオの資産配分の管理を行います。

〈投資プロセス〉

１　ヘッジファンドの評価・選定

投資対象とするヘッジファンドから、投資戦略、過去の運用実績およびリスク・リターンの分析、

株式や債券などの伝統的な市場との相関性、流動性などを分析し銘柄を絞り込みます。その後、個別

ヘッジファンドを訪問し、投資プロセス、リスク管理手法等を厳格かつ徹底的に調査します。その結

果、投資戦略の中で有望なファンドであると判断された場合、書類上の法的な面も含め様々なコンプ

ライアンスチェックを行います。

上記のプロセスを踏まえ抽出された組入れ候補ヘッジファンドは、投資対象候補ヘッジファンド

（「承認リスト」といいます。）として選定されます。

２　資産配分

投資戦略別の見通し、承認リスト内のヘッジファンドへの投資がその時点で可能かどうか、運用能

力、分散などを考慮して資産配分を行います。資産配分にあたっては、市場や投資戦略に関する固定

的な投資方針を持つことなく、経済環境や市場動向に応じ、リスクを調整しながら投資目的を達成す

るために適切であると考えられる基本ポートフォリオ戦略を策定します。また、このようにして決定

された基本ポートフォリオ戦略を定期的に見直すことで投資目的に沿った運用が行われているかを確

認します。

３　ポートフォリオの構築

ポートフォリオの構築には、トップダウン、ボトムアップの両アプローチを使用します。

トップダウンアプローチでは、現在の投資環境の見通しをもとにそれぞれの投資戦略への投資配分

を決定します。

また、ボトムアップアプローチでは、承認リストに載っているファンドから、適合性、分散効果、

投資戦略を考慮して投資を行うファンドを選定します。

ポートフォリオの構築にあたっては、より具体的に投資戦略別・地域別の投資配分を定めた上で、

様々な分析用およびリスク管理用ツールを利用してポートフォリオ全体の想定リスク・リターンをシ

ミュレーションします。シミュレーションの結果、リスクの最小化、リターンの最大化に最適な組合

せとなるよう投資対象ヘッジファンドの中から実際に投資を行うヘッジファンドを選定し、各ヘッジ
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ファンドへの投資配分比率を決定します。なお、分散をはかるために、原則として10以上のヘッジ

ファンドを組入れる事を基本とします。ただし、ファンドの資金事情などによっては予定した組入れ

を行えない場合があります。

４　ポートフォリオのモニタリング

定期的に投資戦略別・地域別の投資配分のチェックを行い、基本ポートフォリオ戦略で定めた配分

比率の範囲内で必要に応じて定量的、定性的分析に基づき投資配分比率の見直し、変更を行います。

また、定期的に組入れヘッジファンドの投資成果、価格変動性、その他の面で問題がないかモニタ

リング（監視）し、各ヘッジファンドへの投資配分比率を管理します。モニタリングは報告書、電

話、訪問、電子メールなど様々な手段で行います。また、少なくとも年に１回は運用管理状況に関

し、組入れヘッジファンドの担当者から直接説明を受けます。ポートフォリオのモニタリングプロセ

スでは、組入れた個々のヘッジファンドがそれぞれの投資哲学や投資戦略にそって投資しているかな

どにつき、継続的に評価します。また、ファンドマネージャーなど運用関係者の異動などの情報も入

手します。

５　リスク管理

ポートフォリオの構築および運営において、リスク管理を重視します。幅広い分散方針によるリス

クコントロール能力に加え、すべての組入れヘッジファンドに対する機敏かつ継続的なモニタリング

によるリスクコントロールを実践します。

ヘッジファンドとの頻繁なコミュニケーションと、投資成果、投資パターンや組織などの定期的な

モニタリング結果を合わせることより、投資したヘッジファンドが規定の投資戦略から逸脱していな

いかをチェックします。想定外の取引パターンや異常な投資結果があった場合、すぐに調査が行わ

れ、そのファンドへの投資を継続するかどうか判断します。

〈基本ポートフォリオ戦略〉

（注）上記は、連動対象ファンドにおける2013年７月末現在の基本ポートフォリオ戦略を示したものであり、今後変

更される場合があります。

また、組入れヘッジファンドの価格変動等により、実際の投資配分比率が一時的に基本ポートフォリオ戦略の

配分比率を超える場合があります。

※スペシャル・シチュエーション戦略には、イベント・ドリブン戦略を含みます。

(3) 投資対象とするヘッジファンドの投資戦略

連動対象ファンドでは様々な投資戦略を採用したヘッジファンドに投資します。投資対象とする主な

投資戦略とその戦略の概略は以下のとおりです。ただし、これらは投資戦略のすべてを説明するもので

はなく、また、これ以外の投資戦略を採用しているヘッジファンドに投資を行う場合もあります。
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・株式ロングショート戦略

株式の個別銘柄のうち、割安と判断される銘柄を購入(ロング)し、割高と判断される銘柄を空売り

(ショート)することで、株式市場全体の上昇・下落にかかわらず、ロング銘柄・ショート銘柄間の値

動きの差に収益機会を見出す戦略です。株式市場の上昇局面ではロングの比率を上げ、下落局面では

ショートの比率を上げるなど、株式相場の見通しにもとづきロングとショートの比率を増減させる戦

略も含むことから、株式マーケットニュートラル戦略と区別されます。

・アービトラージ戦略

アービトラージとは“サヤ取り”を意味し、2つ以上の投資対象銘柄間の価格差に着目して収益機会

を求める戦略の全てを含みます。投資対象別に、転換社債(CB)アービトラージ取引、リスクアービト

ラージ(合併裁定)取引、金利アービトラージ取引等があります。例えば転換社債アービトラージ取引

では、割安と判断される転換社債を購入し、同一企業の株式を空売りすることで、銘柄間の価格差に

収益機会を見出します。また、リスクアービトラージ取引では、合併を行う2社の合併比率をもとに理

論的な株価を算出し、割安と判断される銘柄を購入し、割高と判断される銘柄を空売りすることで、

収益の獲得を目指します。

・株式マーケットニュートラル戦略

株式市場全体の変動から受ける影響(以下、市場リスク)をできる限り排除した上で、個別銘柄間の

値動きの差に収益機会を見出す戦略です。市場リスクを中立に保つため、多くは統計を基本としたク

オンツ・モデルを採用します。

例えば、同一業種内の企業で株価が統計的に一定の価格差に収斂する銘柄を発掘し、その時点で割

安と判断される銘柄の購入と、割高と判断される銘柄の空売りを同額ずつ行うことで、市場リスクを

中立に保ちながら、統計通りの価格差に収斂した時点で反対売買を行うことによる収益の獲得を目指

します。

※ 上記の各イメージ図は、各投資戦略で収益を獲得するイメージを示したものであり、実際の値動きによって

は損失が生じる場合もあります。

・スペシャル・シチュエーション戦略
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企業の再構築、合併、買収、子会社売却、増配等の経営戦略に関わるイベントがもたらす株価変動

に収益の源泉を求める戦略です。例えば、合併などのイベントが企業の将来キャッシュフローにどの

ような影響を与えるかを予測して当該企業の株式を購入または空売りし、予測通りの株価になった時

点で反対売買を行うことによる収益の獲得を目指します。当戦略には、イベント・ドリブン戦略を含

みます。

・マクロ戦略

あらゆる資産クラス(株式、現物、先物、デリバティブ、商品等)を活用した戦略です。経済のファ

ンダメンタルズや市場間の歪みに着目して調査を行い、作成したシナリオに沿って割安と判断される

資産を購入または割高と判断される資産を空売りし、予測通りの価格になった時点で反対売買を行う

ことによる収益の獲得を目指します。なお、一般に、投資効率の向上をねらい、先物取引など少ない

資金で大きなリターンの獲得が可能な取引（レバレッジ）を利用するため、リスクも相対的に高い戦

略といえます。

・マルチストラテジー戦略

ヘッジファンド内にそれぞれの戦略に特化したマネジャーを複数抱え、全体を統括するポートフォ

リオマネジャーが相場の状況を見ながら各戦略への投資配分を変更して収益の獲得を目指す戦略で

す。例えば、リストラによる業界再編が引き起こす企業買収・合併に収益機会を見出す投資哲学を持

つファンドでは、スペシャル・シチュエーション戦略とアービトラージ戦略の両方を採用するなど、

株式、社債の両面から収益の獲得を目指します。

・フィクストインカム戦略

異なる複数の金利商品(債券等)の価格差(スプレッド)に着目して、流動性やボラティリティを原因

とするスプレッドの歪みに収益機会を見出す戦略です。例えば、ＥＵ統合などのイベントを契機にＥ

Ｕ各国金利のスプレッドが縮小する過程に着目して、収益の機会を求める例が挙げられます。

また、短期金利と10年債との間の金利差が変動する局面で収益の獲得を目指す例も挙げられます。

・ディストレスト戦略

すでに破綻して価格が下落した証券に、その後は価格が回復するという予測のもとに投資する戦略

です。例えば、会社更生法が適用された企業の社債に投資します。信用力の低い発行企業が、本業の

失敗ではない要因、例えば係争に巻き込まれて会社更生法が適用された場合など、一時的な特殊事態

のために著しく価格の下がった債券を購入し、回復局面で大きな収益の獲得を目指します。

・ロングオンリー戦略

リスクヘッジのための空売りは行わず、割安と判断される銘柄を購入し、購入した銘柄の値上がり

により収益を獲得することを目指す戦略です。投資対象市場の動向によっては、ポートフォリオ内の

キャッシュ比率を増減させます。例えば、市場全体が下落トレンドにある場合には、キャッシュ比率

を大幅に高めることによって、市場全体の下落からポートフォリオを保護する運用を行うケースがあ

ります。

(2) 【投資対象】

①　投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

１．次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定める

ものをいいます。以下同じ。)

ａ．有価証券

ｂ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第29条

に定めるものに限ります。）

ｃ．金銭債権

ｄ．約束手形(ａ.に掲げるものに該当するものを除きます。)

EDINET提出書類

みずほ投信投資顧問株式会社(E07868)

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）

13/76



２．次に掲げる特定資産以外の資産

ａ．為替手形

②　有価証券の指図範囲

委託会社(委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。)は、信託金を、主と

して次の有価証券(金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権

利を除き、かつ本邦通貨建てのものに限ります。)に投資することを指図します。

１．国債証券

２．地方債証券

３．特別の法律により法人が発行する債券

４．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権

付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）

５．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるも

のをいいます。）

６．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定め

るものをいいます。）

７．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項

第７号で定めるものをいいます。）または優先出資引受権を表示する証書

８．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融

商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）

９．転換社債の転換および新株予約権（会社法第236条第1項第3号の財産が新株予約権付社債についての

社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にし

ている新株予約権付社債（以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定め

がある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限

ります。）の行使により取得した株券

10．コマーシャル・ペーパー

11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新

株予約権証券

12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.～11.の証券または証書の性質を有するもの

13．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）

14．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、

有価証券に係るものに限ります。）

15．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）

16．外国法人が発行する譲渡性預金証書

17．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証

券に限ります。）

18．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）

19．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益

証券に表示されるべきもの

20．外国の者に対する権利で19.の有価証券の性質を有するもの

　　なお、１．から５．までの証券ならびに12．および15．の証券または証書のうち１．から５．まで

の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、９．の証券、12．および15．の証券または証書の

うち９．の証券の性質を有するものを以下「株式」といいます。

③　金融商品の指図範囲

委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第

２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指

図することができます。また、②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動

等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を以下に掲げる金融商品

により運用することの指図ができます。

１．預金
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２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

３．コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの

６．外国の者に対する権利で５.の権利の性質を有するもの

(3) 【運用体制】

①　意思決定プロセス

委託会社は、当ファンドの信託財産の運用に関し、円の余資運用以外の運用の指図に関する権限をフ

ルトン（投資顧問会社）に委託します。

なお、当ファンドにおける円の余資運用については、委託会社がかかる信託財産の運用管理を行いま

す。

１．フルトン（投資顧問会社）は、委託会社の運用部門を通じて、当ファンドの運用方針を「運用会議」

（ファンドの運用に関する基本計画の審議・決定を行います。）にて定期的に報告します。

２．委託会社の運用部門、コンプライアンス・リスク管理部門は、投資顧問会社の運用状況について

チェックを行います。

３．運用部門、コンプライアンス・リスク管理部門は、２.の結果を踏まえて「運用評価委員会」および

「コンプライアンス委員会」に対して定期的に運用状況の報告を行います。

４．「運用評価委員会」は投資顧問会社の運用リスク管理状況・運用実績について審議・評価を行い、ま

た「コンプライアンス委員会」は法令・約款、運用ガイドラインなどの社内諸規則に照らした投資顧問

会社の運用内容のモニタリング結果を審議し、それらの結果を投資顧問会社に対してフィードバックし

ます。

５．以上の内部管理およびファンドに係る意思決定については、内部監査部門（平成25年６月末現在４

名）が業務執行の適正性・妥当性・効率性等の観点からモニタリングを実施しています。

※　なお、上記の組織の体制および会議の名称等については、変更になることがあります。

［フルトンの運用体制］

委託会社から運用の指図に関する権限の一部(円の余資運用以外の運用の指図に関する権限)の委託を

受け、信託財産の運用の指図を行うフルトンにより、ユーロ円債への投資が行われます。

フルトンでは、当ファンドの設定および解約の額を確認のうえ、ユーロ円債の組入れ比率が高位に保

たれるよう、ユーロ円債の購入または売却を行います。ユーロ円債の購入にあたっては、絶対収益投資
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戦略チームが、発行体（またはその信用保証体）の格付け等の状況を確認し、チームヘッドの承認のも

と投資が行われます。

フルトンの内部管理およびファンドに係る意思決定については、デロイト・リスク・コンサルティン

グ（フルトンのファンドに係る担当者は平成25年６月末現在６名）が業務執行の適正性・妥当性・効率

性等の観点からモニタリングを実施しています。

※　なお、上記の組織の体制等については、変更になることがあります。

②　関係法人に対する管理体制

当ファンドの関係法人である受託会社・投資顧問会社に対して、委託会社は、内部統制に関する外部

監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等

の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認しています。

また投資顧問会社に対しては、運用の外部委託管理に関する社内規程を設け、経営陣・運用担当者と

の面談を含めた、委託継続にかかる点検（デューデリジェンス）を定期的に行っています。

(4) 【分配方針】

①　収益分配方針

毎計算期末（原則として7月15日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日。）に、原則とし

て以下の方針に基づき分配を行います。

１．分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みま

す。）等の全額とします。

２．分配金額は、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収

益が少額の場合には分配を行わないことがあります。

３．収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

※　将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

②　収益分配金の支払い

１．収益分配金は、原則として、毎計算期間終了日から起算して５営業日までに販売会社において支払

いが開始されます。

２．収益分配金の再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受益権

は、振替口座簿に記載または記録されます。

※　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金

にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金に

かかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されてい

る受益権については原則として取得申込者とします。）に対し、お支払いします。

(5) 【投資制限】

ａ．約款で定める投資制限

①　株式(約款 運用の基本方針 運用方法(3)投資制限、約款第26条および約款第27条)

１．委託会社は、株式への投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指

図をしません。なお、株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社

債の新株予約権に限ります。)の行使により取得するものに限り行うことができるものとします。

２．委託会社は、同一銘柄の株式への投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとな

る投資の指図をしません。
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３．委託会社が投資することを指図する株式は、証券取引所（「証券取引所」とは、金融商品取引法第

２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金

融商品市場（以下「取引所」といいます。）のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第

８項第３号もしくは同項第５号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同

じ。）に上場(上場予定を含みます。)されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ず

る市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社

債権者割当により取得する株式についてはこの限りではありません。

②　外貨建資産(約款 運用の基本方針 運用方法(3)投資制限)

外貨建資産への直接投資は行いません。

③　転換社債等(約款 運用の基本方針 運用方法(3)投資制限、約款第28条)

委託会社は、同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合が、信託財産の純

資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。

④　先物取引等（約款第29条）

１．委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証券

取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいま

す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいま

す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいま

す。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をする

ことができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。（以下同

じ。）

ａ　先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象

とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。

ｂ　先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有

価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月まで

に受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証

券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に

かかる利払金および償還金等ならびに(2)投資対象③　１.から４.に掲げる金融商品で運用している

額の範囲内とします。

ｃ　コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、１.２.で規定する全オプショ

ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らな

い範囲内とします。

２．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金

利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引

を次の範囲で行うことの指図をすることができます。

ａ　先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象

とする金利商品（信託財産が１年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに(2)投

資対象③　１.から４.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商

品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。

ｂ　先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限

月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに(2)投資対象③　１.から４.に

掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。

ｃ　コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額

が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、かつ１.２.で規定す

る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の

５％を上回らない範囲内とします。

⑤　資金の借入れ(約款第36条)
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１．委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金

の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし

て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通

じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は

行わないものとします。

２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財

産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託

財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信

託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間と

し、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただ

し、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％を上回らない範囲内とし

ます。

３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日

までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

４．借入金の利息は信託財産中より支弁します。

ｂ．法令で定める投資制限

①　デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号)

デリバティブ取引は、あらかじめ定めた合理的な方法により算出した、金融商品市場における相場の

変動等により発生し得る危険に対応する額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

②　同一の法人の発行する株式の取得割合（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき

投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の

50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受託会社

に指図しないものとします。

３ 【投資リスク】

(1) 当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い

・当ファンドは、主として公社債などの値動きのある証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変

動します。したがって、元金や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落によ

り、損失を被ることがあります。

・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。

・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ

ん。

・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

・投資信託は預貯金とは異なります。

・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適

用はありません。

当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに限

定されるものではありません。

①　価格変動リスク

当ファンドの主要投資対象であるユーロ円債の価格は、連動対象ファンドの価格に連動して変動する

性質を有しています。連動対象ファンドの価格は、連動対象ファンドが組入れを行う各ヘッジファンド

の価格の変動を反映して変動します。一般に、連動対象ファンドは複数のヘッジファンドに分散投資を

行いますが、投資するヘッジファンドの価格が下落した場合には、連動対象ファンドの価格も下落する

ことがあります。このような場合、連動対象ファンドの価格の下落を反映し、ユーロ円債の価格も下落

するため、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
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②　信用リスク

当ファンドは、主要投資対象とするユーロ円債の発行体（信用保証体を含みます。）が債務不履行等

に陥った場合、債券の償還価額等が当ファンドに支払われなくなるリスクがあります。このような場

合、当ファンドの基準価額が大きく下落することがあります。

また、当ファンドが主要投資対象とするユーロ円債の発行体（信用保証体を含みます。）に債務不履

行が生じる可能性が高まったときには、当該ユーロ円債の信用リスクの上昇から価格は大きく下落する

可能性があります。このような場合、委託会社もしくはフルトンの判断により、当該ユーロ円債を償還

日以前に途中売却することがあります。なお、当ファンドは、組入れユーロ円債を途中売却した場合、

他の発行体の発行するユーロ円債に新たに投資し、引き続き連動対象ファンドの値動きに連動すること

を目指しますが、当ファンドの運用目標に見合うユーロ円債を発行する発行体が見つからない場合や、

その時点で信託契約を解約することが受益者のため有利であると認められる場合などには、当ファンド

の信託契約を解約（繰上償還）することもあります。その際には、当ファンドが目標とする、連動対象

ファンドの値動きに連動した投資成果を達成できない可能性があります。

公社債の格付けについて

公社債の格付けとは、公社債の元本、利息の支払いの確実性の度合いを示すもので、格付け機関
（スタンダード・アンド・プアーズ（S&P）社、ムーディーズ・インベスターズ・サービス（Moody’
s）社等）によって格付けがなされています。格付け機関ごとに定めた記号等（AAA、Aaaなど）に
よって公社債の信用力が表わされ、格付けされた債券のうち債務を履行する能力が十分あり、投資す
るに適するものを投資適格格付けといいます。
Aは、「AAA、Aaa」、「AA、Aa」に次ぐ高いカテゴリーの格付けに位置しており、更にAA/Aaから

CCC/Caaまでのカテゴリー内では相対的強さを表す「＋、符号なし、－」、「１、２、３」の記号が
付されております。「A－」および「A3」は、最上位格付けから７番目に高い信用力を有する格付け
にあり、S&P社の格付けでは、Aのカテゴリーは、「債務を履行する能力は高いが、上位２つの格付け
に比べ、事業環境や経済状況の悪化の影響をやや受けやすい。」と定義されています。

③　連動対象ファンドの値動きに連動しないリスク

当ファンドは、主要投資対象とするユーロ円債への投資を通じて、連動対象ファンドの値動きに連動

することを目指すため、ユーロ円債の組入れ比率を高位に保ちますが、追加設定、一部解約などへの対

応を図るため、ユーロ円債の組入れ比率は100％を下回ります。また、当ファンドの基準価額は、当ファ

ンドの信託報酬、投資を行うユーロ円債における運営にかかる費用および売買執行に要する費用などの

影響を受けます。その結果、当ファンドと連動対象ファンドとの値動きの連動性に、乖離が生じる場合

があります。

＜その他留意点＞

連動対象ファンドが投資対象とする個別ヘッジファンドでは、基準価額の算出に日数を要するファン

ドや基準価額が毎営業日算出されないファンドが多いことから、当ファンドの基準価額についても、市

場における価格変動が直ちに反映されません。

当ファンドでは、取得申込時および解約請求時において、お客様のご注文を毎月20日（休業日の場合

は前営業日とし、以下「締切日」といいます。）に締め切ってから、基準価額(約定価額)が決定するま
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で１ヵ月以上要します。これは、当該ご注文に対応する、締切日の属する月の月末の個別ヘッジファン

ドの基準価額が、原則として翌月の特定日（原則として25日）までに連動対象ファンドを通じてユーロ

円債の価格にすべて反映されることから、当該特定日の翌営業日の基準価額を、約定価額として当該取

得申込みおよび解約請求に適用するためです。したがって、ご注文を頂いた時点の基準価額と、実際に

お客様の取得および解約に適用される基準価額が大きく異なる場合があります。また、解約について

は、お客様のご注文から解約代金のお支払いまで１ヵ月以上の期間を要する点にもご注意ください。

＜収益分配金に関する留意点＞

・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が

支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超え

て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること

になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ

りません。

・投資家（受益者）のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の

一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の

値上がりが小さかった場合も同様です。
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（ご参考）

マネックス フルトン アジア ファンドが信託を終了（償還）することを宣言した場合、一部解約の請

求額が多額と判断される場合または証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があると

き（適正な価格での組入れユーロ円債の売却が困難な場合等を含みます。）は、一部解約の実行の請求

の受付けを中止およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあるなど、一

部解約について制限を受ける場合があります。
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当ファンドは平成18年９月12日時点で保有する社債券について、平成17年9月26日より平成18年9月12

日まで時価評価を過大に行っており、基準価額が実勢価額以上に高く表示されていました。これにより

生じた評価差額（信託財産の不足分）については、当ファンドの第１期決算日である平成18年7月18日時

点での評価差額191,530,026円を同日付で補填受入額として計上して財務諸表に反映したうえで、平成18

年9月13日に委託会社が217,376,774円を信託財産へ入金しています。なお、当該過大評価による影響相

当額を排除して再計算した価額については、後掲「５　運用状況　(３)　運用実績 ①　純資産の推移」

をご参照ください。

（参考）連動対象ファンドにかかるリスク

連動対象ファンドおよび連動対象ファンドが投資するヘッジファンドが内包するリスクは、当ファン

ドの基準価額が変動する要因となります。その主なリスクとしては、以下のようなものがあります。

連動対象ファンドにかかるリスク

・連動対象ファンドはマスターファンドおよび複数のフィーダーファンドから構成され、複数の

フィーダーファンドで受け付けた資金をマスターファンドでまとめて効率的に運用します。しか

し、他のフィーダーファンドで多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マスターファン

ドにおける売買ならびに組入れ比率の変化等により、連動対象ファンドの基準価額ならびに当ファ

ンドの基準価額が影響を受ける場合があります。

連動対象ファンドの仕組み（イメージ図）

・連動対象ファンドは、原則として外貨建資産について為替ヘッジを行いますが、個別ヘッジファン

ドが様々な外貨建資産に投資を行っている場合があることなどから、その為替変動リスクを完全に

排除することはできません。そのため、為替変動による損失を受けた場合には、当ファンドの基準

価額が下落することがあります。

個別ヘッジファンドにかかるリスク

・個別ヘッジファンドは、借入れやデリバティブの利用などにより、各ファンドの純資産総額以上の

投資を行う場合があり、短期間に多額の損失を被る場合や運営が破綻する場合があります。また、

破綻証券やジャンク債、新興市場への投資を行う場合もあり、これらの投資は大きなリスクを伴い

ます。投資先である国（地域）の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な状態、あるいは混乱し

た状態等に陥り、当該国における資産価値や当該国通貨の価値が下落するリスク（カントリーリス

ク）も伴います。ヘッジファンドは一般的に市場の価格変動を予想した上で投資を行いますが、予

想とは逆の方向に価格が変動した場合や、価格の変動が予想を上回った場合などには、多額の損失

を被る場合があります。このような場合、連動対象ファンドおよびユーロ円債の値下がりを通じ

て、当ファンドの基準価額も大幅に下落することとなります。

（2） リスク管理体制

運用の指図に関する権限の一部の委託を受けたフルトンは、以下の体制によりリスク管理を行います。
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フルトンでは、運用チームが、ユーロ円債の発行体（またはその信用保証体）の格付けおよびその見通

しや、ユーロ円債の値動きと連動対象ファンドの値動きとの乖離状況をチェックします。これらの情報

は、リスク管理部門においてもチェックされます。

みずほ投信投資顧問においては、フルトンからのコンプライアンス・レポート等により、ファンド全体

のリスクに関する情報を管理します。コンプライアンス・リスク管理部門が、運用リスクを含めたリスク

のチェック・管理を行うとともに、運用実績の分析・評価を実施します。

また同部門は、法令・諸規則、約款の投資制限等の遵守状況を把握・管理し、必要に応じて関連部門へ

指導を行います。

なお、これらのチェックの結果は経営に定期報告されるとともに、必要に応じてフルトンへの注意・勧

告などを行います。

上記のリスク管理体制および組織名称等については、変更になることがあります。

４ 【手数料等及び税金】

(1) 【申込手数料】

①　申込手数料(受益権１口当たり)は、特定日の翌営業日の基準価額に販売会社が別に定める率（以下

「手数料率」といいます。）を乗じて得た金額とし、平成25年９月20日現在における手数料率の上限は

2.1％(税抜2％)
※
です。なお、申込手数料には消費税等相当額がかかります。

※消費税率が８％になった場合は、上限2.16％（税抜2％）となります。

②　申込手数料については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する

照会は下記においてできます。

照会先の名称 ホームページアドレス
電話番号

※

みずほ投信投資顧問株式会社 http://www.mizuho-am.co.jp/ 0120-324-431

※　電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。（以下同じ。）

③　「分配金再投資コース」における収益分配金は、毎計算期間末の翌営業日に原則として税金を差し引

いた後、自動的に無手数料で再投資されます。なお、販売会社によっては「分配金再投資コース」を取

り扱っていない場合があります。詳しくは、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、

委託会社に対する照会は下記においてできます。

照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号

みずほ投信投資顧問株式会社 http://www.mizuho-am.co.jp/ 0120-324-431

(2) 【換金（解約）手数料】

ありません。

(3) 【信託報酬等】

①　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.1025％(税抜1.05％)
※
の率

を乗じて得た額とします。

※消費税率が８％になった場合は、年1.134％（税抜1.05％）となります。なお、下記の配分についても相応分上が

ります。

その配分については、以下の通りです。

委託会社 販売会社 受託会社

0.420％（税抜0.40％） 0.630％（税抜0.60％） 0.0525％（税抜0.05％）

※　フルトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドが受け取る投資顧問報酬の額は、当ファンドの計算

期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.05％の率を乗じて計算される金額とし、委託会社が受け取る報酬

から支払期日毎に支払われます。
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②　信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

ら支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額は、信託報酬支弁の時に信託財産中

から支弁します。

(4) 【その他の手数料等】

①　信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当

額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用にかかる

消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資

金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、

信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、当該費用にかかる消費税等相当額とともに毎計算期間の最

初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。

②　当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用および

これら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁しま

す。

③　受益者が当ファンドを解約する際には、信託財産留保額（特定日（解約請求受付日）の翌営業日の基

準価額の0.5％）をご負担いただきます。

④　当ファンドで実質的にかかるその他の費用として、ユーロ円債にかかるコストがユーロ円債の発行額

に対して年率0.75％以内、連動対象ファンドにかかるコストが運用の基本報酬（信託財産の純資産総額

に対して年率0.75％）に加え成功報酬（連動対象ファンドの基準価額がハイウォーターマーク
※1
を上ま

わった場合の当該超過収益の15％）、組入れヘッジファンドについて基本報酬（一般的
※２
に信託財産

の純資産総額に対して年率1％から2％程度）に加え成功報酬（一般的
※2
に個別ファンドの基準価額がハ

イウォーターマークを上まわった場合の当該超過収益の10％から20％程度）、および各ファンドにおけ

る運用維持報酬等がかかります。なお、これらのコストは、当ファンドが投資するユーロ円債の価格に

反映されます。

※1　ハイウォーターマーク（成功報酬を計測する基準となる価額）は、一般的に成功報酬を徴収した

際に、当該成功報酬控除後の基準価額に更新されます。

※2　上記の組入れファンドの報酬例は一般的な例として記載したものであり、連動対象ファンドが組

み入れるヘッジファンドの報酬が、すべて上記の例に当てはまるわけではありません。したがって、

組み入れるヘッジファンドの報酬（合計額等を含みます。）については、あらかじめ表示することは

できません。

(5) 【課税上の取扱い】

　当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。

①　個別元本について

１．追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手

数料にかかる消費税等相当額は含みません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。

２．受益者が同一ファンドの受益権を複数回に分けて取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信

託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

３．ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算

出が行われます。また、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合は当該

支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースで取得する場合はコース別

に、個別元本の算出が行われる場合があります。
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４．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該

元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻

金（特別分配金）」については、下記「②　収益分配時における課税上の取扱いについて」を参照く

ださい。)

②　収益分配時における課税上の取扱いについて

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本

払戻金（特別分配金）」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。

受益者が収益分配金を受け取る際、「普通分配金」と「元本払戻金（特別分配金）」は、以下のよう

になります。

１．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元

本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

２．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部

分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控

除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か

ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

③　個人、法人別の課税の取扱いについて

１．個人の受益者に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、以下の税率による源泉

徴収が行われ、原則として確定申告の必要はありません。なお、確定申告を行うことにより、総合課

税（配当控除の適用なし）や申告分離課税も選択できます。

一部解約時および償還時ならびに買取請求による換金時の差益（解約の価額および償還価額ならび

に買取の価額から取得費用（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額を含みま

す。）を控除した利益）については、譲渡益として課税対象（譲渡所得等）となり、以下の税率によ

る申告分離課税が適用されます。原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）をご

利用の場合には、源泉徴収され申告不要制度が適用されます。

一部解約時および償還時ならびに買取請求による換金時に損失（譲渡損）が生じた場合には、確定

申告することで、他の上場株式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）お

よび公募株式投資信託など。以下同じ。）の譲渡益および上場株式等の配当所得の金額（申告分離課

税を選択したものに限ります。以下同じ。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすること

ができます。また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合には、その口座内において損益通算を

行います。この場合、確定申告は不要です。

＊ 平成28年１月１日から、上記の損益通算および３年間の繰越控除の対象範囲に、特定公社債等

（公募公社債投資信託を含みます。）の利子所得等および譲渡所得等が追加される予定です。

適用期間 所得税
復興特別
所得税

地方税 合計

平成25年1月1日から
平成25年12月31日まで

7％ 0.147％ 3％ 10.147％

平成26年1月1日から
平成49年12月31日まで

15％ 0.315％ 5％ 20.315％

平成50年1月1日から 15％ － 5％ 20％

（注）所得税については、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し2.1％の金

額が復興特別所得税として徴収されます。

※少額投資非課税制度「愛称:NISA（ニーサ）」をご利用の場合

　少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、平成26年１月１日以降の非課税制度です。NISAをご利

用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得お

EDINET提出書類

みずほ投信投資顧問株式会社(E07868)

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）

25/76



よび譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課

税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合

わせください。なお、同非課税口座内で少額上場株式等に係る譲渡損失が生じた場合には、課税上譲

渡損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得の金額と

の損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。

２．法人の受益者に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額に

ついては、以下の税率による源泉徴収が行われます。なお、当ファンドについては、益金不算入制度

は適用できません。

適用期間 所得税
復興特別

所得税
合計

平成25年1月1日から
平成25年12月31日まで

7％ 0.147％ 7.147％

平成26年1月1日から
平成49年12月31日まで

15％ 0.315％ 15.315％

平成50年1月1日から 15％ － 15％

（注）所得税については、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し2.1％の金

額が復興特別所得税として徴収されます。

買取請求による換金時の差益（買取の価額から取得費用（申込手数料および当該申込手数料にかか

る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益）については、譲渡益として全額が法人税の課税対

象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※　上記の内容は平成25年７月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、変更になる場合がありま

す。

※　課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。

※　買取請求制による換金の詳細については、販売会社にお問い合わせください。
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５ 【運用状況】

(1) 【投資状況】（平成25年7月31日現在）

資産の種類 国／地域 時価合計(円) 投資比率(％)

有価証券 社債券 オランダ 4,123,152,000 98.25

その他の資産 現金・預金・その他の資産（負債
控除後）

― 73,412,796 1.74

合　計 （純資産総額） ― 4,196,564,796 100.00

（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。（以下同じ。）

（注２）小数点第３位切捨て。端数調整は行っておりません。（以下同じ。）

（注３）上記の国／地域は当該資産の発行体の国籍を示します。なお、上記日付において保有する資産は全て

本邦通貨建て資産です。（以下同じ。）

(2) 【投資資産】(平成25年7月31日現在)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順
位

銘柄名 種類 国／地域
利率
(％)

償還

期限
通貨

数量
(券面総額)

帳簿価額

単　　価
(円)

帳簿価額
金　　額
(円)

評価額
単　価
(円)

評価額
金　額
(円)

投資
比率
(％)

1

ＢＮＰ　Ｐａｒ
ｉｂａｓ　Ａｒ
ｂｉｔｒａｇ
ｅ　２０１５０
９２５

社債券 オランダ 0.0
2015年

9月25日
日本円 3,762,000,000 110.11 4,142,338,200 109.60 4,123,152,000 98.25

投資有価証券の種類別投資比率

国内／外国 種類 投資比率(％)

外国 社債券 98.25

　合　計 98.25

② 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③ 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。
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(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】※

平成25年7月31日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りで

す。

純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額（円）

期 年月日 （分配落） （分配付） （分配落） （分配付）

1期 平成18年7月18日
10,744

（10,552）
10,744

（10,552）
1.0385

（1.0199）
1.0385

（1.0199）

2期 平成19年7月17日 10,100 10,100 1.1285 1.1285

3期 平成20年7月15日 8,420 8,420 1.0638 1.0638

4期 平成21年7月15日 6,780 6,780 0.9941 0.9941

5期 平成22年7月15日 6,190 6,190 0.9879 0.9879

6期 平成23年7月15日 5,651 5,651 1.0125 1.0125

7期 平成24年7月17日 4,527 4,527 0.9685 0.9685

8期 平成25年7月16日 4,286 4,286 1.0594 1.0594

平成24年7月末日 4,512 ― 0.9693 ―

平成24年8月末日 4,459 ― 0.9622 ―

平成24年9月末日 4,443 ― 0.9637 ―

平成24年10月末日 4,446 ― 0.9690 ―

平成24年11月末日 4,427 ― 0.9692 ―

平成24年12月末日 4,396 ― 0.9754 ―

平成25年1月末日 4,396 ― 0.9945 ―

平成25年2月末日 4,437 ― 1.0141 ―

平成25年3月末日 4,420 ― 1.0206 ―

平成25年4月末日 4,355 ― 1.0200 ―

平成25年5月末日 4,365 ― 1.0414 ―

平成25年6月末日 4,288 ― 1.0599 ―

平成25年7月31日 4,196 ― 1.0546 ―

（注）表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

② 【分配の推移】

期 1口当たりの分配金（円）

1期 0.0000

2期 0.0000

3期 0.0000

4期 0.0000

5期 0.0000

6期 0.0000

7期 0.0000

8期 0.0000

③ 【収益率の推移】※
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期 収益率（％）

1期 3.85（1.99）

2期 8.67

3期 △5.73

4期 △6.55

5期 △0.62

6期 2.49

7期 △4.35

8期 9.39

（注１）収益率は期間騰落率。

（注２）小数点第３位四捨五入。

[注（※）]

上記の純資産（純資産総額および１口当たり純資産額）および収益率の数値は、組入資産（社債券）につい

て、平成17年9月26日より平成18年9月12日まで時価評価を過大に行っていた影響を受けています。評価差額

（信託財産の不足分）については、平成18年9月13日に委託会社が217,376,774円を信託財産に入金し、純資産

総額および1口当たり純資産額の推移を維持する対応を行いました。カッコ内の数値は、当該過大評価の影響相

当額を排除して計算したものです。なお、2期の収益率については、当該評価差額のうち1期末時点での評価差

額（191,530,026円）を1期末において補填受入額として信託財産に計上し、算出した1口当たり純資産額との比

較によるものです。

詳しくは、前掲「３ 投資リスク」をご参照ください。

(4) 【設定及び解約の実績】

下記決算期中の設定及び解約の実績及び当該決算期末の発行済み口数は次の通りです。

期 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）

1期 10,800,420,336 453,843,130 10,346,577,206

2期 888,489,534 2,284,732,404 8,950,334,336

3期 401,239,164 1,436,257,075 7,915,316,425

4期 29,157,039 1,123,368,109 6,821,105,355

5期 25,532,070 579,997,026 6,266,640,399

6期 9,886,525 694,290,868 5,582,236,056

7期 6,592,549 914,468,796 4,674,359,809

8期 4,389,881 632,807,370 4,045,942,320

（注）第１期の設定口数には当初自己設定の口数を含みます。
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第２ 【管理及び運営】

１ 【申込（販売）手続等】

(1) 当ファンドのお申込みの受付けは、毎月25日（当該日が休業日の場合は翌日以降の最初の営業日としま

す。以下「特定日」といいます。）を取得申込受付日として、当該特定日の属する月の前々月の21日（休

業日の場合は翌日以降の最初の営業日とします。）から当該特定日の属する月の前月の20日（休業日の場

合は直前の営業日とします。）までの期間に取得申込みできます。また、原則として委託会社および販売

会社の営業日の午後３時までにお買付けのお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会

社の所定の事務手続きが完了したものを当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みお

よび所定の事務手続き完了分については翌営業日のお取扱いとなります。

(2) 前記(1)における取得のお申込みは、後記(9)に規定する場合を除き、各特定日に対応する申込期間終了

後に撤回することはできないものとします。

(3) 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの

受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の

増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当

該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加

信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社

振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。

(4) お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「分配金受取コース」と、分配金は原則

として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「分配金再投資コース」の２つの申込方法

があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみのお取扱いとなる場合がありま

す。詳しくは、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記に

おいてできます。

照会先の名称 ホームページアドレス
電話番号

※

みずほ投信投資顧問株式会社 http://www.mizuho-am.co.jp/ 0120-324-431

※　電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。（以下同じ。）

(5) 申込単位は、販売会社が委託会社の承認を得て別に定める単位とします。申込単位については、販売会

社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。

照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号

みずほ投信投資顧問株式会社 http://www.mizuho-am.co.jp/ 0120-324-431

(6) 取得申込みにかかる受益権の価額は、特定日の翌営業日の基準価額に、販売会社が別に定める申込手数

料および申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した価額とします。

(7) 販売会社において金額買付け（申込単位が金額にて表示されている場合）によるお申込みをされた場

合、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額は、お申込代金の中から差し引かれます。

(8) 収益分配金の再投資に関する契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、1口単位で購入できるもの

とします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。

(9) 取得申込者の取得申込金額および申込総額が多額な場合、証券取引所における取引の停止、外国為替取

引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止する

こと、およびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。

２ 【換金（解約）手続等】

(1) 受益者は、各月の特定日を解約請求受付日として、当該特定日の属する月の前々月の21日（休業日の場

合は翌日以降の最初の営業日とします。）から当該特定日の属する月の前月の20日（休業日の場合は直前

の営業日とします。）までの期間において、自己に帰属する受益権につき、委託会社に１万口単位または

１口単位をもって解約を請求することができます。

※　解約単位は、販売会社およびお申込コースにより異なる場合があります。

販売会社によっては解約単位を別に設定する場合があります。
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(2) 解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口

数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口

数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、振替受益権をもって行

うものとします。

(3) 解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までに解約のお

申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日

分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については、翌営業

日のお取扱いとなります。

(4) 解約の価額は、特定日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.5％の率を乗じて得た額を信託財産

留保額
※
として控除した価額（「解約価額」といいます。）とします。詳しくは、販売会社または委託会

社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。

※　「信託財産留保額」とは、運用の安定性を高めるとともに、信託期間の途中で換金する受益者と保有を継続す

る受益者との公平を確保するために、換金される受益者が負担する金額で、信託財産に組入れられます。

照会先の名称 電話番号

みずほ投信投資顧問株式会社 0120-324-431

(5) 解約代金は、受益者の解約請求受付日から起算して、原則として、７営業日目から販売会社において受

益者に支払われます。

(6) 信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約等、解約請求には制限を設ける場合があります。

(7) 委託会社は、マネックス フルトン アジア ファンドが信託を終了（償還）することを宣言した場合、

当ファンドの信託財産の純資産総額に対し一定率を超える解約の申出があった場合もしくは一定率を超え

る可能性があると判断される場合など一部解約の請求金額が多額な場合、証券取引所における取引の停

止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるとき（適正な価格での組入れユーロ円債の売却

が困難な場合等を含みます。）は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付

けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。なお、マネックス フルトン アジア

ファンドが信託を終了（償還）することを宣言した場合には、信託の終了を宣言した日より、当該信託の

終了日までの期間、委託会社は一部解約の請求の受付けを中止することができるものとします。また、販

売会社の判断により、解約の中止および取り消しを行う場合があります。

この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、

受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中

止を解除した後の最初の特定日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、前記(4)の規定に準じた

価額とします。

(8) 受益権の買取（特別買取請求）

１．販売会社は、次の事由により受益者（受益者死亡の場合はその相続人、また破産の場合はその破産

管財人）から受益権の買取りの請求があるときは、その受益権を買取ります。この場合において販売

会社は、当該受益者に対し、当該事由を証する所定の書類の提示を求めることができるものとしま

す。なお、販売会社が受益権の買取り請求の事務処理を行う日をもって、受益権の買取り請求の受付

日とします。受益者が受益権の買取りを請求するときは、振替受益権をもって行うものとします。

イ．受益者が死亡したとき。

ロ．受益者が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき。

ハ．受益者が破産宣告を受けたとき。

ニ．受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき。

ホ．その他イ．～ニ．に準ずる事由があるものとして販売会社が認めるとき。

２．前記１．の場合、受益権の買取価額は、当該受益権の買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、

当該基準価額に0.5％の率を乗じて得た信託財産留保額に相当する金額を控除した価額から、原則と

して当該買取りに関して当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を控除した

額とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

３．販売会社は、受益権の買取り請求の金額が多額な場合、証券取引所における取引の停止、その他や

むを得ない事情があるときは、受益権の買取りを中止すること、およびすでに受け付けた受益権の買

取請求の受付けを取り消すことができます。この場合、受益者は買取中止以前に行った当日の買取請

EDINET提出書類

みずほ投信投資顧問株式会社(E07868)

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）

31/76



求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額

は、買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取りを受け付けたものとして、前記２．の

規定に準じて計算された価額とします。

３ 【資産管理等の概要】

(1) 【資産の評価】

①　基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価

して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日にお

ける受益権総口数で除した金額をいいます。

＜主な投資対象資産の時価評価方法の原則＞

公 　社 　債 　等　 ：計算日
※
における金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相

場を除きます。）

※ 外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。

②　当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定

める休日ならびに12月31日、１月２日および１月３日以外の日とします。)に計算されます。基準価額

については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記に

おいてできます。基準価額は１万口単位で表示されたものが発表されます。

照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号

みずほ投信投資顧問株式会社 http://www.mizuho-am.co.jp/ 0120-324-431

(2) 【保管】

該当事項はありません。

(3) 【信託期間】

平成17年７月６日から無期限とします。

(4) 【計算期間】

原則として毎年７月16日から翌年７月15日までとします。ただし、第１計算期間は平成17年７月６日

から平成18年７月15日までとします。

上記の規定にかかわらず、計算期間終了日に該当する日(以下「当該日」といいます。)が休業日のと

き、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始され

るものとします。

(5) 【その他】

①　信託契約の解約

以下の場合には信託契約を解約し信託を終了することがあります。

１．委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを

得ない事情が発生したとき（組入れユーロ円債の銘柄の入替え（ユーロ円債の発行体の変更を含みま

す。）ができない場合、または新たなユーロ円債の発行条件が受益者にとって著しく不利益な条件と

なるものと委託会社が判断した場合等を含みます。）、もしくは信託契約の一部解約により、受益権

の口数が10億口を下回ることとなる場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託

を終了させることができます。

２．委託会社は、信託期間中にマネックス フルトン アジア ファンドが償還する場合（償還すること

が決定された場合を含みます。なお、償還については、この信託における組入れユーロ円債の全部売

却に起因して実施されることもあります。）および設定を取り止めた場合には、受託会社と合意のう
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え、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解

約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

３．委託会社は、前記１．および２．の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に

届け出ます。委託会社はかかる事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、そ

の旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信

託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

４．前記３．の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を

述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。

５．前記４.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え

るときは、前記の信託契約の解約をしません。

６．委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告

し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受

益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

７．前記４.から６.までの規定は、前記２．の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合ならびに信

託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記４.の一定の期間が

一ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。

８．前記１．に定める信託契約の解約を行う場合において、前記４.の期間内に異議を述べた受益者

は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することがで

きます。なお、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するものとしま

す。

９．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託

契約を解約し、信託を終了させます。

10．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委

託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関す

る委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款

の変更４.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。

11．受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会

社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

②　信託約款の変更

１．委託会社は、信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得な

い事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更できるものとし、あらかじ

め、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

２．委託会社は、前記１.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ

うとする旨を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者

に対して交付します。ただし、この信託約款にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、

原則として、公告を行いません。

３．前記２.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を

述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。

４．前記３.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え

るときは、前記１.の信託約款の変更をしません。

５．委託会社は、この信託約款を変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告

し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受

益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

６．前記２.に定める変更を行う場合において、前記３.の期間内に異議を述べた受益者は、受託会社に

対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。なお、

買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するものとします。

７．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規定にし

たがいます。

③　委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

１．委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事

業を譲渡することがあります。
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２．委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契

約に関する事業を承継させることがあります。

④　関係法人との契約の更改および受託会社の辞任または解任に伴なう取扱い

１．委託会社と投資顧問会社との間の外部委託契約の契約期間は、当ファンドの信託契約と同一です。

ただし、外部委託契約のいずれの当事者も、90日前の通知をもって当該契約を解約できます。なお、

当該契約は日本法を準拠法とします。

２．委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則２年間とし、期間終了の３ヵ月

前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。

３．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社がその

任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社

の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場

合、委託会社は、「② 信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が

新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

⑤　信託事務処理の再信託

受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、資産管理サービス信託銀行株式会社

と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基

づいて所定の事務を行います。

⑥　公告

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

http://www.mizuho-am.co.jp/

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告

は、日本経済新聞に掲載します。

⑦　運用報告書

委託会社は、決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況

などを記載した「運用報告書」を作成し、販売会社を通じて交付いたします。

４ 【受益者の権利等】

受益者の主な権利の内容は次のとおりです。

(1) 収益分配金に対する請求権

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求することができます。ただし、受益

者が収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会

社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。

収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益

分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収

益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で

記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）にお支払いします。な

お、「分配金再投資コース」を選択された場合、収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後自動的

に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されま

す。

(2) 一部解約の実行請求権

受益者は、一部解約の実行を信託約款の規定および本書の記載にしたがって請求することができます。

(3) 償還金に対する請求権

受益者は、償還金を信託約款の規定および本書の記載にしたがって持ち分に応じて償還金を請求するこ

とができます。ただし、受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求

しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に

おいて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権

で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
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得申込者とします。）に支払われます。償還金の支払いは、原則として償還日(償還日が休業日の場合には

当該償還日の翌営業日)から起算して５営業日までに販売会社において開始されます。

(4) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

受益者は、委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求す

ることができます。
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第３ 【ファンドの経理状況】

（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第

59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令

第133号)に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第 8 期計算期間の財務諸表につい

て、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
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１【財務諸表】
アジア　ファンド・オブ・ファンズ連動型投信
(1)【貸借対照表】

（単位：円）

第7期計算期間
(平成24年 7 月17日現在)

第8期計算期間
(平成25年 7 月16日現在)

資産の部

流動資産

コール・ローン 133,113,021 90,724,528

社債券 4,420,234,200 4,219,415,200

未収利息 313 130

流動資産合計 4,553,347,534 4,310,139,858

資産合計 4,553,347,534 4,310,139,858

負債の部

流動負債

未払受託者報酬 1,240,758 1,141,737

未払委託者報酬 24,815,087 22,834,690

その他未払費用 74,383 68,436

流動負債合計 26,130,228 24,044,863

負債合計 26,130,228 24,044,863

純資産の部

元本等

元本 4,674,359,809 4,045,942,320

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） △147,142,503 240,152,675

元本等合計 4,527,217,306 4,286,094,995

純資産合計 4,527,217,306 4,286,094,995

負債純資産合計 4,553,347,534 4,310,139,858
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）

第7期計算期間
(自　平成23年 7 月16日

　至　平成24年 7 月17日)

第8期計算期間
(自　平成24年 7 月18日

　至　平成25年 7 月16日)

営業収益

受取利息 178,900 54,171

有価証券売買等損益 △189,384,300 439,864,500

その他収益 3,108,892 2,593,711

営業収益合計 △186,096,508 442,512,382

営業費用

受託者報酬 2,656,684 2,322,084

委託者報酬 53,133,502 46,441,494

その他費用 374,518 358,740

営業費用合計 56,164,704 49,122,318

営業利益又は営業損失（△） △242,261,212 393,390,064

経常利益又は経常損失（△） △242,261,212 393,390,064

当期純利益又は当期純損失（△） △242,261,212 393,390,064

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）

△33,059,755 28,089,174

期首剰余金又は期首欠損金（△） 69,592,380 △147,142,503

剰余金増加額又は欠損金減少額 － 21,994,288

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

－ 21,952,292

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

－ 41,996

剰余金減少額又は欠損金増加額 7,533,426 －

当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

7,426,522 －

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

106,904 －

分配金 － －

期末剰余金又は期末欠損金（△） △147,142,503 240,152,675
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（3） 【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目

第 8 期計算期間

（自 平成24年7月18日　

　至 平成25年7月16日）

１ 有価証券の評価基準及び評価
方法

社債券

　原則として時価で評価しております。

２ 収益・費用の計上基準 有価証券売買等損益

　約定日基準で計上しております。

３ その他 　当ファンドの計算期間は期末が休日のため、平成24年7月18日から平成25年7月16日
までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

項
期別

目
第 7 期計算期間

（平成24年7月17日現在）

第 8 期計算期間

（平成25年7月16日現在）

１ 計算期間末日の受益権総口数 4,674,359,809口 4,045,942,320口

２ 元本の欠損金額 純資産額は元本を147,142,503円下
回っております。

――――――――　

３ 期末１口当たりの純資産の額 0.9685 円 1.0594 円

（期末１万口当たりの純資産の額） (9,685 円) (10,594 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 7 期計算期間

（自 平成23年7月16日

　至 平成24年7月17日）

第 8 期計算期間

（自 平成24年7月18日

　至 平成25年7月16日）

(単位:円) (単位:円)

１ 信託財産の運用の指図にかかわ
る権限の全部または一部を委託
するために要する費用として委
託者報酬の中から支弁している
額

2,532,051 １ 信託財産の運用の指図にかかわ
る権限の全部または一部を委託
するために要する費用として委
託者報酬の中から支弁している
額

2,208,385

２ 分配金の計算過程 ２ 分配金の計算過程

計算期間末における費用控除後の配当等収益（0円）、
有価証券売買等損益（0円）、収益調整金（38,584,719
円）、分配準備積立金（488,915,383円）より、分配対
象収益は527,500,102円（１万口当たり1,128円）であ
りますが、当期の収益分配金につきましては、見送り
となりました。

計算期間末における費用控除後の配当等収益
（2,328,305円）、有価証券売買等損益（0円）、収益調
整金（33,826,380円）、分配準備積立金（424,795,834
円）より、分配対象収益は460,950,519円（１万口当た
り1,139円）でありますが、当期の収益分配金につきま
しては、見送りとなりました。
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（金融商品に関する注記）

1.金融商品の状況に関する事項

項目

第 7 期計算期間

（自 平成23年7月16日　

　至 平成24年7月17日）

第 8 期計算期間

（自 平成24年7月18日　

　至 平成25年7月16日）

１ 金融商品に対する取組方針 　当ファンドは、投資信託及び投資法人に
関する法律第2条第4項に定める投資を目的
とする証券投資信託であり、証券投資信託
約款および投資ガイドラインに基づいて運
用しております。

　同左

２ 金融商品の内容及び当該金
融商品に係るリスク

　当ファンドが保有する金融商品の種類
は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
権及び金銭債務であります。
なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。
これらは、市場リスク（価格変動リスク、
為替変動リスク、金利変動リスク）、信用
リスク、及び流動性リスクを有しておりま
す。

　同左

３ 金融商品に係るリスク管理
体制

　運用部門がポジション管理を行っており
ますが、取引の執行・記録・管理について
は、運用部門とは独立したトレーディング
部門が行うとともに、法務・コンプライア
ンス部門においてデリバティブに関する法
令・約款など運用に関する諸規則の遵守状
況のチェックを行っております。また、リ
スク管理部門がポートフォリオのリスク状
況の分析・チェックを行い、上記プロセス
を通じ、適正なリスク管理が行われている
かをチェックし、必要に応じて関連部署へ
報告、注意、勧告を行っております。
なお具体的には以下のリスクの管理を行っ
ております。

　運用部門がポジション管理を行っており
ますが、取引の執行・記録・管理について
は、トレーディング部門が行っておりま
す。また、コンプライアンス・リスク管理
部門においてデリバティブに関する法令・
約款など運用に関する諸規則の遵守状況の
チェックを行うとともにポートフォリオの
リスク状況の分析・チェックを行い、上記
プロセスを通じ、適正なリスク管理が行わ
れているかをチェックし、必要に応じて関
連部署へ報告、注意、勧告を行っておりま
す。
なお具体的には以下のリスクの管理を行っ
ております。

①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況
を常時、分析・把握し、投資方針に沿って
いるか等の管理を行っております。

②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の
財務状況等に関する情報収集・分析を常時
継続し、格付等の信用度に応じた組入制限
等の管理を行っております。

③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市
場流動性の状況を把握し、取引量や組入比
率等の管理を行っております。

①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況
を常時、分析・把握し、投資方針に沿って
いるか等の管理を行っております。

②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の
財務状況等に関する情報収集・分析を常時
継続し、格付等の信用度に応じた組入制限
等の管理を行っております。

③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市
場流動性の状況を把握し、取引量や組入比
率等の管理を行っております。

４ 金融商品の時価等に関する
事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく
価額のほか、市場価格がない場合には、合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条
件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等
については、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すものではあり
ません。

　同左
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2.金融商品の時価に関する事項

項目
第 7 期計算期間

（平成24年7月17日現在）

第 8 期計算期間

（平成25年7月16日現在）

１ 貸借対照表日における貸借
対照表の科目ごとの計上
額・時価・時価との差額

　貸借対照表に計上している金融商品は、
原則として時価評価としているため、貸借
対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。

　同左

２ 貸借対照表の科目ごとの時
価の算定方法

（1）有価証券

社債券
①わが国の金融商品取引所または海外取引
所に上場されていない有価証券
　当該有価証券については、原則として、
日本証券業協会が発表する売買参考統計値
（平均値）（外貨建証券を除く）、金融商
品取引業者、銀行等の提示する価額（売気
配相場を除く）または価格情報会社の提供
する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。

②時価が入手できなかった有価証券
　適正な評価額を入手できない場合または
入手した評価額が時価と認定できない事由
が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的事由をもって時価と認め
た価額もしくは受託者と協議のうえ両者が
合理的事由をもって時価と認めた価額で評
価しております。

（1）有価証券

社債券
　同左

（2）コール・ローン等の金銭債権及び金
銭債務

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
務は短期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。

（2）コール・ローン等の金銭債権及び金
銭債務

　同左
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（有価証券に関する注記）

①　売買目的有価証券

第 7 期計算期間（自 平成23年7月16日　至 平成24年7月17日）

種類
当計算期間の損益に含まれた

評価差額（円）

社債券 △150,583,800

合計 △150,583,800

第 8 期計算期間（自 平成24年7月18日　至 平成25年7月16日）

種類
当計算期間の損益に含まれた

評価差額（円）

社債券 406,192,000

合計 406,192,000

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

第 7 期計算期間

（自 平成23年7月16日　

　至 平成24年7月17日）

第 8 期計算期間

（自 平成24年7月18日　

　至 平成25年7月16日）

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取
引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、
該当事項はありません。

同左

（その他の注記）

項
期別

目
第 7 期計算期間

（平成24年7月17日現在）

第 8 期計算期間

（平成25年7月16日現在）

１ 期首元本額 5,582,236,056 円 4,674,359,809 円

期中追加設定元本額 6,592,549 円 4,389,881 円

期中一部解約元本額 914,468,796 円 632,807,370 円
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（4） 【附属明細表】

第１　有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

有価証券明細表

アジア　ファンド・オブ・ファンズ連動型投信 （平成25年7月16日現在）

種類 通　貨 銘　柄 券面総額 評価額 備考

社債券

日本・円 BNP Paribas

Arbitrage Issuance B.V.

（2015年9月25日償還）

3,832,000,000 4,219,415,200

日本・円
小計 　銘柄数

組入時価比率

3,832,000,000
1

98.4％

4,219,415,200

100.0％

社債券 合計 4,219,415,200

（注１）比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

　　該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。
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２　【ファンドの現況】

【純資産額計算書】（平成25年7月31日現在）

Ⅰ 資産総額（円） 4,270,591,399

Ⅱ 負債総額（円） 74,026,603

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）（円） 4,196,564,796

Ⅳ 発行済口数（口） 3,979,145,749

Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）（円） 1.0546
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第４ 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換手続等

当ファンドの受益権は、振替制度における振替受益権であるため、委託会社は、この信託の受益権を取り

扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合

であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除

き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ファンドの振替受益権には無記名式や記名式の形

態はありません。

なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証

券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の

再発行の請求を行わないものとします。

(2) 受益者名簿の閉鎖の時期

委託会社は受益者名簿を作成しません。

(3) 受益者に対する特典

ありません。

(4) 譲渡制限および譲渡の対抗要件

譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託

会社および受託会社に対抗することができません。

(5) 受益権の譲渡

①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また

は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。

②　前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口

数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録す

るものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振

替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にし

たがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとしま

す。

③　前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい

る振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、

委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期

間を設けることができます。

(6) 受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再

分割することができます。

(7) 償還金

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前にお

いて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取

得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込

者とします。）に支払います。

(8) 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部

解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法

その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部　【委託会社等の情報】

第１ 【委託会社等の概況】

１ 【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額

平成25年７月末日現在 資本金 20億4,560万円

発行する株式の総数 200万株

発行済株式の総数 1,052,070株

過去５年間における資本金の額の増減はありません。
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(2) 会社の機構(平成25年７月末日現在)

①　会社の組織図

② 運用の基本プロセス

１　運用に関する会議および委員会

ａ　運用の基本計画決定に関する会議

運用グループ長または運用グループ長が指名する運用グループの役職員が原則月１回開催する運

用会議で、各ファンドの運用に関する基本計画を決定します。

ｂ　運用実績の評価、モニタリングに関する委員会

リスク管理グループ長を委員長として原則３ヵ月に１回開催される運用評価委員会で運用実績の

審議・評価を行います。

EDINET提出書類

みずほ投信投資顧問株式会社(E07868)

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）

48/76



また、同じくリスク管理グループ長を委員長として原則３ヵ月に１回開催されるコンプライアン

ス委員会で、法令・約款、運用ガイドラインなど社内諸規則に照らした運用内容のモニタリング結

果を審議します。

２　運用の流れ

ａ　ファンドの運用に関する基本計画の決定

各運用会議は、運用担当者が作成する資産配分、各資産内での主要投資対象等に関するファンド

ごとの月次の運用に関する基本計画の原案を審議し決定します。

ｂ　ファンドの具体的な運用計画の作成

運用担当者は、運用に関する基本計画にそって具体的な売買予定銘柄、数量等の月次の売買計画

を作成します。

ｃ　売買の実行指図

運用担当者は、売買計画に基づいて日々の売買の実行を指図します。

２ 【事業の内容及び営業の概況】

当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、投資信託の設定を行

うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）ならびにその

受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金融商品取引法」

に定める投資一任契約に基づく運用（投資運用業）および投資助言業務を行っています。

平成25年7月31日現在、当社の投資信託は以下の通りです。

基本的性格 本数 純資産総額(円)

追加型公社債投資信託 15 325,503,213,554

追加型株式投資信託 225 1,754,307,028,046

追加型金銭信託受益権投資信託 12 10,369,896,130

単位型株式投資信託 6 10,992,634,434

合計 258 2,101,172,772,164
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３【委託会社等の経理状況】

１　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)

並びに同規則第２条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に

基づいて作成しております。

２　当社は、金融商品取引法第193条の２第1項の規定に基づき、事業年度（平成24年４月１日から平成25年

３月31日まで）の財務諸表について新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】

（単位：　　千円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 17,783,929 2,268,024

　有価証券 21,231 -

　短期貸付金 - 16,195,635

　前払費用 83,988 253,250

　未収入金 - 1,119,715

　未収委託者報酬 1,597,501 1,517,926

　未収運用受託報酬 585,270 709,038

　繰延税金資産 179,026 168,605

　その他流動資産 143,681 165,346

　貸倒引当金 △ 873 △ 7,816

流動資産合計 20,393,755 22,389,725

　固定資産

　有形固定資産

建物（純額） 　　　186,195 167,960

工具、器具及び備品（純額） 　　　109,225 93,706

リース資産（純額） 　　 　5,462 3,943

有形固定資産合計 　※１　　　300,883 ※１　　　265,610

　無形固定資産

電話加入権 　　　 12,747 12,747

ソフトウェア 　　　　22 -

その他無形固定資産 　　　188 133

無形固定資産合計 　※１　　　 12,957 　※１　　　12,880

　投資その他の資産

投資有価証券 4,016,768 2,708,128

長期差入保証金 519,439 514,642

前払年金費用 196,834 263,427

会員権 19,500 17,200

繰延税金資産 171,873 63,011

その他 9,330 15,565

投資その他の資産合計 4,933,746 3,581,975

固定資産合計 5,247,586 3,860,466

資産合計 25,641,342 26,250,191

負債の部

　流動負債

　預り金 31,986 375,742

　リース債務 3,228 3,023

　未払金

未払収益分配金 978 901

未払償還金 29,951 28,656

未払手数料 694,169 650,405

その他未払金 11,378 10,777

　未払金合計 736,476 690,740

　未払費用 1,035,938 1,146,683
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　未払法人税等 108,951 18,987

　未払消費税等 67,343 62,693

　賞与引当金 368,000 347,800

その他流動負債 4,950 5,121

流動負債合計 2,356,876 2,650,793

　固定負債

　リース債務 10,319 7,296

　役員退職慰労引当金 154,212 178,410

　時効後支払損引当金 16,105 16,905

　その他固定負債 2,520 6,951

固定負債合計 183,157 209,562

負債合計 2,540,034 2,860,356

純資産の部

　株主資本

　資本金 2,045,600 2,045,600

　資本剰余金

資本準備金 2,266,400 2,266,400

その他資本剰余金 2,450,074 2,450,074

資本剰余金合計 4,716,474 4,716,474

　利益剰余金

利益準備金 128,584 128,584

その他利益剰余金

配当準備積立金 104,600 104,600

退職慰労積立金 100,000 100,000

別途積立金 9,800,000 9,800,000

繰越利益剰余金 6,365,928 6,515,116

利益剰余金合計 16,499,113 16,648,301

株主資本合計 23,261,188 23,410,376

評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金 △ 159,879 △ 20,541

評価・換算差額等合計 △ 159,879 △ 20,541

純資産合計 23,101,308 23,389,835

負債純資産合計 25,641,342 26,250,191
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(2) 【損益計算書】

（単位：　　千円）　

前事業年度
(自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日)

当事業年度
(自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日)

　営業収益

　委託者報酬 16,509,688 15,739,580

　運用受託報酬 2,214,102 2,401,288

営業収益合計 18,723,790 18,140,869

　営業費用

　支払手数料 7,741,676 7,426,160

　広告宣伝費 170,580 149,566

　公告費 370 152

　調査費

調査費 845,471 948,113

委託調査費 3,754,952 3,624,517

図書費 7,007 7,229

　調査費合計 4,607,430 4,579,861

　委託計算費 194,940 177,505

　営業雑経費

通信費 51,878 50,112

印刷費 167,656 167,179

協会費 16,750 18,816

諸会費 2,639 2,689

その他 36,815 37,963

営業雑経費合計 275,740 276,761

営業費用合計 12,990,738 12,610,006

　一般管理費

　給料

役員報酬 141,717 141,073

給料手当 2,220,149 2,204,883

賞与 326,160 333,923

給料合計 2,688,027 2,679,880

　交際費 275 707

　旅費交通費 67,641 67,470

　租税公課 49,669 50,223

　不動産賃借料 445,713 421,877

　退職給付費用 167,804 165,171

　福利厚生費 408,303 409,033

　貸倒引当金繰入 - 6,943

　賞与引当金繰入 368,000 347,800

　役員退職慰労引当金繰入 34,592 39,522

　固定資産減価償却費 69,347 51,898

　諸経費 303,377 310,561

一般管理費合計 4,602,752 4,551,091

営業利益 1,130,299 979,771

営業外収益

　受取配当金 1,672 1,032

　受取利息 11,553 12,757
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　有価証券解約益 4,113 1,437

　有価証券償還益 2,019 1,387

　時効到来償還金等 2,169 1,576

　雑収入 10,602 17,474

営業外収益合計 32,131 35,666

　営業外費用

　有価証券解約損 15,045 118,238

　有価証券償還損 - 160,957

　ヘッジ会計に係る損失 850 38

時効後支払損引当金繰入額 19,679 2,481

　雑損失 15,036 2,148

営業外費用合計 50,611 283,864

経常利益 1,111,819 731,573

特別利益

　受取和解金 120,735 -

特別利益合計 120,735 -

特別損失

和解費用 2,335 -

投資有価証券売却損 47,986 22,844

投資有価証券評価損 34,011 -

減損損失 　11,358 -

遊休資産売却損 - 3,932

特別損失合計 95,692 26,776

税引前当期純利益 1,136,863 704,796

法人税、住民税及び事業税 376,959 193,759

法人税等調整額 119,789 42,020

法人税等合計 496,748 235,779

当期純利益 640,114 469,017
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(3) 【株主資本等変動計算書】

（単位：　千円）

前事業年度
(自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日)

当事業年度
(自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 2,045,600 2,045,600

当期末残高 2,045,600 2,045,600

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 2,266,400 2,266,400

当期末残高 2,266,400 2,266,400

　　その他資本剰余金

当期首残高 2,450,074 2,450,074

当期末残高 2,450,074 2,450,074

資本剰余金合計

当期首残高 4,716,474 4,716,474

当期末残高 4,716,474 4,716,474

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 128,584 128,584

当期末残高 128,584 128,584

その他利益剰余金

配当準備積立金

当期首残高 104,600 104,600

当期末残高 104,600 104,600

退職慰労積立金

当期首残高 100,000 100,000

当期末残高 100,000 100,000

別途積立金

当期首残高 9,800,000 9,800,000

当期末残高 9,800,000 9,800,000

繰越利益剰余金

当期首残高 6,083,517 6,365,928

当期変動額

剰余金の配当 △357,703 △319,829

当期純利益 640,114 469,017

当期変動額合計 282,411 149,188

当期末残高 6,365,928 6,515,116

利益剰余金合計

当期首残高 16,216,701 16,499,113

当期変動額

剰余金の配当 △357,703 △319,829

当期純利益 640,114 469,017

当期変動額合計 282,411 149,188

当期末残高 16,499,113 16,648,301

株主資本合計

当期首残高 22,978,776 23,261,188

当期変動額
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剰余金の配当 △357,703 △319,829

当期純利益 640,114 469,017

当期変動額合計 282,411 149,188

当期末残高 23,261,188 23,410,376

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △129,413 △159,879

当期変動額

　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30,466 139,338

当期変動額合計 △30,466 139,338

当期末残高 △159,879 △20,541

評価・換算差額等合計

当期首残高 △129,413 △159,879

当期変動額

　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30,466 139,338

当期変動額合計 △30,466 139,338

当期末残高 △159,879 △20,541

純資産合計

当期首残高 22,849,363 23,101,308

当期変動額

剰余金の配当 △357,703 △319,829

当期純利益 640,114 469,017

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30,466 139,338

当期変動額合計 251,944 288,526

当期末残高 23,101,308 23,389,835
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重要な会計方針

１．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

２．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

時価法

３．固定資産の減価償却方法

（１）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。ただし、平成10年４月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）につ

いては定額法を採用しております。

（２）無形固定資産

定額法によっております。ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における見込み

利用可能期間（５年）による定額法を採用しております。

（３）リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定率法を採用しております。

４．引当金の計上基準

（１）貸倒引当金

当社の自己査定基準に基づき、一般債権については予想損失率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

（２）賞与引当金

従業員に対する賞与の支払いに備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上してお

ります。

（３）退職給付引当金（前払年金費用）

従業員に対する退職給付に備えるため、決算日における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき、決算日において発生していると認められる額を計上しております。

（４）役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支給に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上しております。（執行役員に

対する退職慰労引当金を含む。）

（５）時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備

えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

５．外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

おります。
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６．ヘッジ会計の方法

（１）ヘッジ会計の方法

時価ヘッジによっております。

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…株価指数先物取引

ヘッジ対象…有価証券

（３）ヘッジ方針

当社が保有する有価証券の投資リスクを低減させるためにヘッジ取引を行っております。

（４）ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ対象とヘッジ手段の価格変動の相関関係を継続的に計測してヘッジの有効性を評価してお

ります。

７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

表示情報の変更

（貸借対照表）

前事業年度において、「投資その他の資産」の「その他」に含めていた「前払年金費用」は、金額的重要

性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年

度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」の「その他」に表示していた

206,164千円は、「前払年金費用」196,834千円、「その他」9,330千円として組み替えております。

追加情報

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これによる損益に与える影響は、軽微

であります。

注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

※１　有形固定資産及び無形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産及び無形固定資産の減価償却累計額

建物 147,526千円 建物 165,761千円

工具、器具及び備品 349,763千円 工具、器具及び備品 346,701千円

リース資産 26,240千円 リース資産 21,452千円

ソフトウェア 3,885千円 ソフトウェア 670千円

その他無形固定資産 658千円 その他無形固定資産 712千円
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日)

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 1,052,070 - - 1,052,070

２．配当に関する事項

（1）配当金支払額

　平成23年６月14日の第48回定時株主総会において、次のとおり決議しました。
　・普通株式の配当に関する事項

１）配当金の総額 357,703,800円

２）１株当たり配当額 340円

３）基準日 平成23年３月31日

４）効力発生日 平成23年６月15日

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

　平成24年６月12日の第49回定時株主総会において、次のとおり決議しております。
　・普通株式の配当に関する事項

１）配当金の総額 319,829,280円

２）配当の原資 利益剰余金

３）１株当たり配当額 304円

４）基準日 平成24年３月31日

５）効力発生日 平成24年６月13日

当事業年度(自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 1,052,070 - - 1,052,070

２．配当に関する事項

（1）配当金支払額

　平成24年６月12日の第49回定時株主総会において、次のとおり決議しました。
　・普通株式の配当に関する事項

１）配当金の総額 319,829,280円

２）１株当たり配当額 304円

３）基準日 平成24年３月31日

４）効力発生日 平成24年６月13日

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

　平成25年６月12日の第50回定時株主総会において、次のとおり決議しております。
　・普通株式の配当に関する事項

１）配当金の総額 233,559,540円

２）配当の原資 利益剰余金

３）１株当たり配当額 222円

４）基準日 平成25年３月31日

５）効力発生日 平成25年６月13日
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(リース取引関係)

１．ファイナンス・リース取引（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①　リース資産の内容

有形固定資産

主として、事務用機器及び車両運搬具であります。

②　リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「３．固定資産の減価償却方法」に記載のとおりであります。

(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を行っており、資金運用については、

安全性の高い金融資産で運用しております。

デリバティブは、当社が保有する特定の有価証券の投資リスクを低減させる目的で利用しており、投機

的な取引は行わない方針であります。

（２）金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。ま

た、投資有価証券は、当社業務運営に関連する株式、投資信託であります。これらは、それぞれ発行体の

信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。短期貸付金、未収入金、長期差入保証金は、

相手先の信用リスクに晒されております。

営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。

デリバティブ取引には株価指数先物取引があり、その他有価証券で保有する投資信託の価格変動を相殺

する目的で行い、ヘッジ対象に係る損益を認識する方法（時価ヘッジ）を適用しています。なお、ヘッジ

開始時から有効性判定時点までの期間においてヘッジ手段とヘッジ対象の価格変動の相関関係を継続的に

計測する事によりヘッジの有効性を評価しております。

（３）金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスクの管理

営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先ごとの期

日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を半期ごとに把握する体制としています。

有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティーリスクに関しては、信用

情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しています。

②市場リスクの管理

有価証券を含む金融商品の保有については、当社の市場リスク管理の基本方針（自己資金運用）に従

い、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、価格変動リスクの軽減を図っています。デリバティブ取

引に関しては、取引の執行、ヘッジの有効性の評価に関する部門を分離し、内部統制を確立しておりま

す。
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（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価は、市場価格に基づく価額によっております。また、注記事項「デリバティブ取引関

係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市

場リスクを示すものではありません。

２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握すること

が極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。（（注２）を参照ください。）

前事業年度（平成24年３月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

貸借対照表計上額 時価 差額

（１）現金及び預金 17,783,929　 17,783,929　 -　

（２）有価証券及び投資有価証券 　 　

その他有価証券 3,788,236　 3,788,236　 -　

（３）未収委託者報酬 1,597,501　 1,597,501　 -　

（４）未収運用受託報酬 585,270　 585,270　 -　

（５）長期差入保証金 519,439　 518,758　 △680　

資産計 24,274,376 24,273,695　 △680　

（１）未払手数料 694,169　 694,169　 -　

負債計 694,169　 694,169　 -　

デリバティブ取引（※１）

①ヘッジ会計が適用されているもの 6,810　 6,810　 -　

（※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい

ては、（　）で示しております。

当事業年度（平成25年３月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

貸借対照表計上額 時価 差額

（１）現金及び預金 2,268,024　 2,268,024　 -　

（２）短期貸付金 16,195,635　 16,195,635 -　

（３）未収入金 1,119,715　 1,119,715　 -　

（４）未収委託者報酬 1,517,926　 1,517,926　 -　

（５）未収運用受託報酬 709,038　 709,038　 -　

（６）投資有価証券

その他有価証券 2,641,608 2,641,608 -

（７）長期差入保証金 514,642　 514,559　 △83　

資産計 24,966,590 24,966,507　 △83　

（１）未払手数料 650,405　 650,405　 -　

負債計 650,405　 650,405　 -　

デリバティブ取引（※１）

①ヘッジ会計が適用されているもの 8,614　 8,614　 -　

（※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい

ては、（　）で示しております。
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（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資　産

（１）現金及び預金

預金については、すべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。

（２）短期貸付金、（３）未収入金、（４）未収委託者報酬及び（５）未収運用受託報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってい

ます。

（６）投資有価証券

これらの時価について、投資信託は公表されている基準価額によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照くださ

い。

（７）長期差入保証金

当社では、長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指

標で割り引いた現在価値により算定しております。

負　債

（１）未払手数料

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。

デリバティブ取引

　注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:千円）

区分
前事業年度

（平成24年３月31日）
当事業年度

（平成25年３月31日）

非上場株式 249,764 66,520

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（６）投資有価証

券　その他有価証券」には含めておりません。
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（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度（平成24年３月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:千円）

１年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

預金 17,783,234 - - - - -

有価証券及び投資有価証券

その他有価証券のうち
満期のあるもの

証券投資信託 21,231 - - 1,036 - 987,734

未収委託者報酬 1,597,501 - - - - -

未収運用受託報酬 585,270 - - - - -

長期差入保証金 176 519,223 - - - -

合計 19,987,413 519,223 - 1,036 - 987,734

当事業年度（平成25年３月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:千円）

１年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

預金 2,267,697 - - - - -

短期貸付金 16,195,635 - - - - -

未収入金 1,119,715 - - - - -

未収委託者報酬 1,517,926 - - - - -

未収運用受託報酬 709,038 - - - - -

投資有価証券

その他有価証券のうち
満期のあるもの

証券投資信託 - - - - 15,335 2,130,846

長期差入保証金 514,642 - - - - -

合計 22,324,656 - - - 15,335 2,130,846
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(有価証券関係)

１　その他有価証券

前事業年度(平成24年３月31日)

種類
貸借対照表計上額
（千円）

取得原価（千円） 差額（千円）

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

①　株式 5,948 5,774 173

②　債券 -　 -　 -　

③　証券投資信託 88,001 84,017 3,983

小計 93,950 89,792 4,157

貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

①　株式 12,953 14,345 △ 1,391

②　債券 -　 -　 -　

③　証券投資信託 3,681,332 3,932,615 △ 251,282

小計 3,694,286 3,946,960 △ 252,673

合計 3,788,236 4,036,753 △ 248,516

当事業年度(平成25年３月31日)

種類
貸借対照表計上額
（千円）

取得原価（千円） 差額（千円）

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

①　株式 - - -

②　債券 -　 -　 -　

③　証券投資信託 216,164 207,889 8,275

小計 216,164 207,889 8,275

貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

①　株式 - - -

②　債券 - - -

③　証券投資信託 2,425,444 2,465,635 △ 40,191

小計 2,425,444 2,465,635 △ 40,191

合計 2,641,608 2,673,524 △ 31,915
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２　当事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）

種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)

①　株式 27,915 - △ 35,755

②　債券 - - -

③　証券投資信託 - - -

合計 27,915 - △ 35,755

当事業年度（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)

①　株式 161,410 - △ 21,884

②　債券 - - -

③　証券投資信託 - - -

合計 161,410 - △ 21,884

３　当事業年度中に解約・償還したその他有価証券

前事業年度（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）

種類 解約・償還額(千円)
解約・償還益の合計額　

(千円)
解約・償還損の合計額　

(千円)

①　株式 - - -

②　債券 - - -

③　証券投資信託 150,608 6,133 △ 15,045

合計 150,608 6,133 △ 15,045

当事業年度（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

種類 解約・償還額(千円)
解約・償還益の合計額　

(千円)
解約・償還損の合計額　

(千円)

①　株式 - - -

②　債券 - - -

③　証券投資信託 3,040,519 2,825 △ 279,196

合計 3,040,519 2,825 △ 279,196
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(デリバティブ取引関係)

１　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当するものはありません。

２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

株式関連

前事業年度（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）

ヘッジ会計の
方法

取引の種類等
主なヘッジ
対象

契約額等
（千円）

契約額のうち
１年超
（千円）

時価
（千円）

ヘッジ対象に係る
損益を認識する方
法

株価指数先物取引
売建
買建

投資有価証券
投資有価証券

68,110
248,320

-
-

△2,520
9,330

合計 316,430 - 6,810

（注）時価の算定方法

　　　取引所の価格に基づき算定しております。

当事業年度(自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)

ヘッジ会計の
方法

取引の種類等
主なヘッジ
対象

契約額等
（千円）

契約額のうち
１年超
（千円）

時価
（千円）

ヘッジ対象に係る
損益を認識する方
法

株価指数先物取引
売建
買建

投資有価証券
投資有価証券

79,849
272,890

-
-

△6,951
15,565

合計 352,739 - 8,614

（注）時価の算定方法

　　　取引所の価格に基づき算定しております。

(退職給付関係)

１　採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度を設けております。また、確定拠出型の制度と

して企業型確定拠出年金制度を設けております。

２　退職給付債務に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

前事業年度
（平成24年３月31日）

当事業年度
（平成25年３月31日）

（１）退職給付債務（千円） 721,405 805,634

（２）年金資産（千円） 918,239 1,069,061

　 （３）退職給付引当金（千円） ― ―

（４）前払年金費用（千円） 196,834 263,427

(注１)　当社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法（在籍する従業員については退職給付に係る期末自己都合要支給額を

退職給付債務とし、年金受給者及び待機者については直近の年金財政計算上の責任準備金の額を退職給付債務とす

る方法）を採用しております。
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３　退職給付費用に関する事項

前事業年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

当事業年度
(自　平成24年４月１日
　至　平成25年３月31日)

　 （１）勤務費用（千円） 167,804　(注１) 165,171　(注２)

（２）退職給付費用（千円） 167,804 165,171

(注１)　確定拠出型制度の退職給付費用21,152千円を含めております。

(注２)　確定拠出型制度の退職給付費用21,784千円を含めております。

(税効果会計関係)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　　　前事業年度
(平成24年３月31日)

　　当事業年度
(平成25年３月31日)

 

繰延税金資産  

有価証券償却超過額 29,811千円 17,486千円  

ソフトウェア償却超過額 79,565千円 63,338千円  

賞与引当金損金算入限度超過額 139,876千円 132,198千円  

社会保険料損金不算入額 18,674千円 18,577千円  

役員退職慰労引当金 58,616千円 67,813千円  

未払事業税 11,519千円 6,439千円  

その他有価証券評価差額金 88,636千円 11,374千円  

その他 61,029千円 40,726千円  

繰延税金資産小計 487,731千円 357,956千円  

評価性引当額 △66,679千円 △32,453千円  

繰延税金資産合計 421,051千円 325,502千円  

繰延税金負債  

前払年金費用 △70,151千円 △93,885千円  

繰延税金負債合計 △70,151千円 △93,885千円  

繰延税金資産の純額 350,899千円 231,617千円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

　　前事業年度
(平成24年３月31日)

　　当事業年度
(平成25年３月31日)

 

法定実効税率 40.69% 38.01%  

（調整）  

評価性引当額 1.20% △4.86%  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.17% 0.27%  

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.02% △0.02%  

住民税等均等割 0.33% 0.54%  

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 1.30% -  

その他 0.02% △0.49%  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.69% 33.45%
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(資産除去債務関係)

当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し

ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。

なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計

上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担

に属する金額を費用計上し、直接減額しております。

(セグメント情報等)

［セグメント情報］

前事業年度(自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日)及び当事業年度(自　平成24年４月１日　

至　平成25年３月31日)

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

［関連情報］

前事業年度(自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日)及び当事業年度(自　平成24年４月１日　

至　平成25年３月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

当社の製品及びサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であることか

ら、製品及びサービスごとの営業収益の記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

（１）売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた

め、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

（２）有形固定資産

有形固定資産はすべて本邦に所在しております。

３．主要な顧客ごとの情報

委託者報酬については、当社が運用している投資信託は大半が公募投信であり、委託者報酬を最終的

に負担する受益者は不特定多数であるため、記載を省略しております。

運用受託報酬については、外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占め

る相手先がないため、記載を省略しております。

［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

前事業年度(自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日)

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

当事業年度(自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)

該当事項はありません。
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(関連当事者情報)

１．関連当事者との取引

財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

前事業年度(自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日)

種類
会社等の名
称

所在地
資本金
又は
出資金

事業の
内容

議決権等
の所有
（被所有）
割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

同一の親
会社をも
つ会社

株式会社み
ずほ銀行

東京都
千代田区

700,000
百万円

銀行業 なし 投資信託の販売 支払手数料 3,827,153 未払手数料 295,362

同一の親
会社をも
つ会社

みずほイン
ベスターズ
証券株式会
社

東京都
中央区

80,288
百万円

証券業 なし 投資信託の販売 支払手数料 887,547 未払手数料 76,622

同一の親
会社をも
つ会社

みずほ信託
銀行株式会
社

東京都
中央区

247,369
百万円

信託
銀行業

なし 信託財産の管理 委託者報酬 10,769,414
未収委託者
報酬

1,363,829

当事業年度(自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)

種類
会社等の名
称

所在地
資本金
又は
出資金

事業の
内容

議決権等
の所有
（被所有）
割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

同一の親
会社をも
つ会社

株式会社み
ずほ銀行

東京都
千代田区

700,000
百万円

銀行業 なし 投資信託の販売 支払手数料 3,580,183 未払手数料 299,089

同一の親
会社をも
つ会社

みずほ信託
銀行株式会
社

東京都
中央区

247,369
百万円

信託
銀行業

なし 信託財産の管理 委託者報酬 10,238,105
未収委託者
報酬

1,310,737

(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

おります。

　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　　一般取引条件と同様に決定しております。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

親会社情報

株式会社みずほフィナンシャルグループ

（東京証券取引所、大阪証券取引所、及びニューヨーク証券取引所に上場）
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(１株当たり情報)

前事業年度
(自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日)

当事業年度
(自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日)

１株当たり純資産額 21,957.95円 １株当たり純資産額 22,232.20円

１株当たり当期純利益金額 608.43円 １株当たり当期純利益金額 445.80円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい
ては、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい
ては、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

（１株当たり当期純利益の算定上の基礎） （１株当たり当期純利益の算定上の基礎）

損益計算書上の当期純利益 640,114千円 損益計算書上の当期純利益 469,017千円

普通株式に係る当期純利益 640,114千円 普通株式に係る当期純利益 469,017千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数 1,052,070株 普通株式の期中平均株式数 1,052,070株

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。
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４ 【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

が禁止されています。

(1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者

の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと

して内閣府令で定めるものを除きます。)。

(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取

引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの

を除きます。)。

(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等

（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係

を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)および(5)において

同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品

取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下

同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

(4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財

産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

(5) 上記(3)および(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投

資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるも

のとして内閣府令で定める行為

５ 【その他】

(1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

該当事項はありません。

(2) 訴訟事件その他の重要事項

会社に重要な影響を与えることが予想される事実はありません。
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第２ 【その他の関係法人の概況】

１ 【名称、資本金の額及び事業の内容】

名 称 資本金の額 事業の内容

(1) 受託会社 みずほ信託銀行株式会社 247,369百万円 　銀行法に基づき銀行業を営むとと
もに、金融機関の信託業務の兼営等
に関する法律（兼営法）に基づき信
託業務を行っています。

(2) 販売会社 マネックス証券株式会社 7,425百万円 　「金融商品取引法」に定める第一
種金融商品取引業を営んでいます。

(3) 投資顧問会社 フルトン・ファンド・マネジメン
ト・カンパニー・リミテッド

100万シンガポール

ドル
※

　有価証券等にかかる投資顧問業お
よび投資一任業務を含む資産運用業
務を行っています。

(注)資本金の額…　平成25年３月末日現在　　※平成24年12月末日現在

２ 【関係業務の概要】

（1）受託会社

ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を行

います。

（2）販売会社

ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに

収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。

（3）投資顧問会社

委託会社から運用の指図に関する権限の一部(円の余資運用以外の運用の指図に関する権限)の委託を

受け、信託財産の運用の指図を行います。

３ 【資本関係】（持株比率5.0％以上を記載します。）

平成25年９月20日現在、該当事項はありません。

＜参考：再信託受託会社の概要＞

名　　　　称：資産管理サービス信託銀行株式会社

業務の概要　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づき

信託業務を営んでいます。

再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会

社(資産管理サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託

会社へ移管することを目的とします。

第３ 【参考情報】

下記の書類が関東財務局長に提出されております。

平成24年９月20日　有価証券報告書

平成24年９月20日　有価証券届出書

平成24年10月22日　有価証券届出書の訂正届出書

平成25年１月23日　臨時報告書

平成25年４月１日　半期報告書

平成25年４月１日　有価証券届出書の訂正届出書
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独立監査人の監査報告書
平成２５年８月９日

みずほ投信投資顧問株式会社

　取 締 役 会　　御　中

　　　　　　　　　　　　　　　新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
公認会計士 市瀬　俊司　印

業務執行社員

指定有限責任社員
公認会計士 福村　 寛 　印

業務執行社員

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

ンドの経理状況」に掲げられているアジア ファンド・オブ・ファンズ連動型投信の平成２４年７月

１８日から平成２５年７月１６日までの第８期計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及

び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表

を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ

る。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意

見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかにつ

いて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めてい

る。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。

監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評

価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する

ためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を

立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経

営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して、アジア ファンド・オブ・ファンズ連動型投信の平成２５年７月１６日現在の信託財産の

状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示してい

るものと認める。
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利害関係

　みずほ投信投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士

法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

(注)１．上記は、当社が監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

委託会社の監査報告書（当期）へ
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独立監査人の監査報告書
平成２５年６月１２日

みずほ投信投資顧問株式会社

　取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
公認会計士 江見　睦生　印

業務執行社員

指定有限責任社員
公認会計士 福村　 寛　印

業務執行社員

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

会社等の経理状況」に掲げられているみずほ投信投資顧問株式会社の平成２４年４月１日から平成２

５年３月３１日までの第５０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本

等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表

を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ

る。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意

見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかにつ

いて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めてい

る。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。

監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評

価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する

ためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を

立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経

営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して、みずほ投信投資顧問株式会社の平成２５年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終

了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。

以　　上
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(注)上記は、当社が監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
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